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議  案  目  次 

議 案 

番 号 
件                名 

議 決 

内 容 

2 
鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の制定について 
 

3 報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例の制定について  

4 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

5 鹿追町ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例の制定について  

6 鹿追町学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について  

7 鹿追町修学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定について  

8 
鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 
 

9 
鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
 

10 
鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 
 

11 
鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
 

12 鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

13 
鹿追町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 
 

14 
鹿追町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する条例の一部を改
正する条例の制定について 

 

15 
鹿追町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 
 

16 
鹿追町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

17 鹿追町営牧場管理条例の一部を改正する条例の制定について  

18 鹿追町簡易水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定について  
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19 鹿追町屋内ゲートボール場設置条例を廃止する条例の制定について  

20 令和２年度鹿追町一般会計補正予算（第１２号）について  

21 令和２年度鹿追町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について  

22 令和２年度鹿追町国民健康保険病院事業会計補正予算（第６号）について  

23 令和２年度鹿追町簡易水道特別会計補正予算（第４号）について  

24 令和２年度鹿追町下水道特別会計補正予算（第４号）について  

25 令和２年度鹿追町介護保険特別会計補正予算（第５号）について  

26 令和２年度鹿追町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について  

27 令和３年度鹿追町一般会計予算について  

28 令和３年度鹿追町国民健康保険特別会計予算について  

29 令和３年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算について  

30 令和３年度鹿追町簡易水道特別会計予算について  

31 令和３年度鹿追町下水道特別会計予算について  

32 令和３年度鹿追町介護保険特別会計予算について 
 

33 令和３年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算について 
 

34 公の施設の指定管理者の指定について 
 

同意1 鹿追町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
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議案第 ２ 号 

 

鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における選挙運動の公費負担に 

関する条例の制定について 

 

鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を

次のとおり制定する。 

 

  令和３年３月１２日提出 

 

                      鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における選挙運動の公費負担に 

関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第１４１条第８項、第１４２条第１１項及び第１４３条第１５項の規定に

より、鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における法第１４１条第１項の自動車

（以下「選挙運動用自動車」という。）の使用、法第１４２条第１項第７号のビ

ラ（以下「選挙運動用ビラ」という。）の作成及び法第１４３条第１項第５号の

ポスター（以下「選挙運動用ポスター」という。）の作成の公費負担に関し必要

な事項を定めるものとする。 
 

（選挙運動用自動車の使用の公費負担） 

第２条 鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における候補者（以下「候補者」とい

う。）は、６４，５００円に、その者につき法第８６条の４第１項、第２項、第

５項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期

日の前日（法第１００条第４項の規定により投票を行わないこととなった場合に

は、同条第５項の規定による告示の日。第４条第２号イにおいて同じ。）までの

日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することがで

きる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第９３条第１項（同条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定により町に帰属することとならない場合に限

る。 
 

（選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出） 

第３条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法（昭和２６年法律第

１８３号）第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者
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（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。）その他の者（次条第２号に

規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にす

る親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。）との間

において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、鹿追町選挙管理委員

会（以下「委員会」という。）が定めるところにより、その旨を委員会に届け出

なければならない。 
 

（選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続） 

第４条 町は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に

基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者（以下

「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払うべき金額のうち、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第２条ただし書に規定する要

件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約（以下「一般 運

送契約」という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において一

般運送契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候

補者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつ

き、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべ

き金額（当該金額が６４，５００円を超える場合には、６４，５００円）の合

計金額 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、

それぞれに定める金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約である場合 当該選挙運動用自動

車（同一の日において選挙運動用自動車の借入契約により２台以上の選挙運

動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか１台の選

挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつき選挙運動用自動車として使用さ

れた各日についてその使用に対し支払うべき金額（当該金額が１５，８００

円を超える場合には、１５，８００円）の合計金額 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該

契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金（当該選挙運動用

自動車（これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。）が既に前

条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算し

て、７，５６０円に当該候補者につき法第８６条の４第１項、第２項、第５

項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の

期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であるこ
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とにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、

委員会が確認したものに限る。） 

ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 

 当該選挙運動用自動車の運転手（同一の日において２人以上の選挙運動用自 

動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか１人の 

運転手に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事し 

た各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額（当該報酬の額が１２， 

５００円を超える場合には、１２，５００円）の合計金額 
 

（契約の指定） 

第５条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条

第１号に定める契約と同条第２号に定める契約とのいずれもが締結されていると

きは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定する

いずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定

を適用する。 
 

（選挙運動用ビラの作成の公費負担） 

第６条 候補者は、第８条に規定する１枚当たりの作成単価の限度額に選挙運動用

ビラの作成枚数（当該作成枚数が選挙の区分に応じ法第１４２条第１項第７号に

定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内

で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第２

条ただし書の規定を準用する。 
 

（選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出） 

第７条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間

において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところ

により、その旨を委員会に届け出なければならない。 
 

（選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続） 

第８条 町は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に

基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価（当該

作成単価が７円５１銭を超える場合には、７円５１銭）に当該選挙運動用ビラの

作成枚数（当該候補者を通じて選挙の区分に応じ法第１４２条第１項第７号に定

める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該

候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額

（１円未満の端数がある場合には、その端数は１円とする。）を、第６条後段に

おいて準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ
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の作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支

払う。 
 

（選挙運動用ポスターの作成の公費負担） 

第９条 候補者は、第１１条に規定する１枚当たりの作成単価の限度額に選挙運動

用ポスターの作成枚数（当該作成枚数が当該選挙のポスター掲示場の数に相当す

る数を超える場合には、当該２を乗じて得た数）を乗じて得た金額の範囲内で、

選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第２

条ただし書の規定を準用する。 
 

（選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出） 

第１０条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者

との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定

めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。 
 

（選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続） 

第１１条 町は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約

に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額

のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単

価（当該金額が３，０００円を超える場合には、３，０００円）に当該選挙運動

用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて、当該選挙のポスター掲示場の数に

２を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて

得た金額を、第９条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当

する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポ

スターの作成を業とする者に対し支払う。 
 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用

し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、な

お従前の例による。 
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議案第 ３ 号 

 
   報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 
報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 
令和３年３月１２日提出 

 
                      鹿追町長 喜 井 知 己 

 

   報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例 

 

報酬及び費用弁償支給条例（昭和２９年条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

 

附則第２項中「令和３年３月３１日」を「令和３年９月３０日」に改める。 

 別表中 

 「 
学校医・学校歯科
医・学校薬剤師 

生涯学習計画策定
委員 

老人保健福祉計画
策定委員会委員 

神田日勝記念美術
館運営協議会委員 

月額 円 
１１，１００

日額 円 
長  ８，０００ 
委員 ７，２００ 

日額 円 
長  ８，０００ 
委員 ７，２００ 

日額 円 
長  ８，０００ 
委員 ７，２００ 回額 円 

３１，２００ 
 

   

                                 」を 

 「 
学校医・学校歯科
医・学校薬剤師 

生涯学習計画策定
委員 

老人保健福祉計画
策定委員会委員 

神田日勝記念美術
館運営協議会委員 

月額 円 
１１，１００

         
            

日額 円 
長  ８，０００ 
委員 ７，２００ 

日額 円 
長  ８，０００ 
委員 ７，２００ 

日額 円 
長  ８，０００ 
委員 ７，２００ 

                                 」に 

改める。 

 

 
   附 則 
この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第 ４ 号 

 
   特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

 
特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。 

 
令和３年３月１２日提出 

 
                     鹿追町長 喜 井 知 己 

 

   特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

特別職の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。 

 

附則第１２項中「令和３年３月３１日」を「令和３年９月３０日」に改める。 

 

   附 則 
この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第 ５ 号 

 

   鹿追町ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和３年３月１２日提出 

 

                          鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町ふるさと寄附金基金条例（平成２６年条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第１条中「寄附金を」の次に「規則で定める事業に要する」を、「財源に」の次に「充

て」を加える。 

第２条を削る。 

第３条中「地方税法」の次に「（昭和２５年法律第２２６号）」を加え、同条を第２条

とする。 

第４条中「第２条各号に規定する」を「規則で定める」に改め、同条を第３条とし、第

５条を第４条とし、第６条を第５条とする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ６ 号 

 
   鹿追町学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 
鹿追町学童保育所条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 
令和３年３月１２日提出 

 
                      鹿追町長 喜 井 知 己 

 

   鹿追町学童保育所条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町学童保育所条例（平成４年条例第３１号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第２条の表中「東町３丁目２番地」を「鹿追北２線８番地１０１」に、「６

５名」を「７０名」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第 ７ 号 

 
   鹿追町修学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定について 

 
鹿追町修学資金貸付条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 
令和３年３月１２日提出 

 
                      鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

鹿追町修学資金貸付条例の一部を改正する条例 

 

 

鹿追町修学資金貸付条例（平成９年条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

  

 第３条第２項中「９年」を「１２年」に改める。 

附則第２項中「平成３２年度」を「令和７年度」に、「平成３３年度」を「令

和８年度」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第 ８ 号 

 
   鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 
鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 
令和３年３月１２日提出 

 
                      鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 

鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第２３号中「第４３条第３項」を「第４３条第２項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ９ 号 

 
鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正する条例 
の制定について 

 
鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正する条例を次のとお 
り制定する。 

 
令和３年３月１２日提出 

 
鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正する条例 

  

鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例（平成１３年条例第１３号）の一部 

を次のように改正する。 

 

 附則第２項中「令和３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改める。 

 

  附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第 １０ 号 

 
   鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 
鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一部を改正する条例を次の 

とおり制定する。 

 
令和３年３月１２日提出 

 
鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一部を改正す 

る条例 

  

 鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例（平成１４年条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

 

 附則第２項中「令和３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改める。 

  附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第 １１ 号 

 
鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を改正する条例 
の制定について 

 
鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとお 
り制定する。 

 
令和３年３月１２日提出 

 
鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を改正する条例 

  

鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例（平成２４年条例第１６号）の一部 

を次のように改正する。 

 

 附則第２項中「令和３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改める。 

 

  附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第 １２ 号 

 

   鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和３年３月１２日提出 

 

                        鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 鹿追町介護保険条例（平成１２年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

第８条第１項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」

に改め、同項第１号中「３４，８００円」を「３７，２００円」に改め、同項第２号

中「４５，２４０円」を「４８，３００円」に改め、同項第３号中「５２，２００円」

を「５５，８００円」に改め、同項第４号中「６２，６４０円」を「６６，９００円」

に改め、同項第５号中「６９，６００円」を「７４，４００円」に改め、同項第６号

中「７６，５６０円」を「８１，８００円」に改め、同号ア中「合計所得」という」

を「合計所得金額」という」に改め、「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の

３第１項」を加え、「当合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額」を「当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零」に改

め、「この項において」を削り、同項第７号中「８３，５２０円」を「８９，２００

円」に改め、同項第８号中「９０，４８０円」を「９６，７００円」に改め、同項第

９号中「１００，９２０円」を「１０７，８００円」に改め、同項第１０号中「１１

１，３６０円」を「１１９，０００円」に改め、同項第１１号中「１２５，２８０円」

を「１３３，９００円」に改め、同項第１２号中「１３９，２００円」を「１４８，

８００円」に改め、同条第２項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度の各

年度」に、「２０，８８０円」を「２２，３００円」に改め、同条第３項中「令和２

年度」を「令和３年度から令和５年度の各年度」に、「２０，８８０円」を「２２，

３００円」に、「３４，８００円」を「３７，２００円」に改め、同条第４項中「令

和２年度」を「令和３年度から令和５年度の各年度」に、「２０，８８０円」を「２

２，３００円」に、「４８，７２０円」を「５２，０００円」に改める。 
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第１６条本文中「並びに」を「及び」に改め、同条ただし書中「並びに」を「及び」

に改め、「（昭和２５年法律第２２６号）」を削り、「すべて」を「全て」に改める。 

 

附則に次の１条を加える。 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第８条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項

に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保

険料率の算定についての第８条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９

号ア、第１０号ア及び第１１号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年

法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に

規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２項の規

定によつて計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によつて計算

した金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合に

は、零とする。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この

場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるも

のとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。こ

の場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替える

ものとする。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の鹿追町介護保険条例第８条の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、

令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

-17-



議案第 １３ 号 

 

鹿追町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和３年３月１２日提出 

 

                          鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成３

０年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

               

 準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条）

則（第３４条） 」 
に改める。 

 

第４条に次の２項を加える。 

５ 指定居宅介護支援事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な

体裁の整備を行うとともに、その従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じな

ければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第１

１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切、

かつ、有効に行うよう努めなければならない。 
 

第６条第２項中「主任介護支援専門員」の次に「（以下「主任介護支援専門員」という。）」

を、「ならない。」の次に「ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等や

むを得ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）

を前項に規定する管理者とすることができる。」を加える。 

 

第７条第２項中「こと」の次に「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作

「 第６章 基 

第７章 雑 
目次中「第６章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条）」を 
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成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密

着型通所介護（以下「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計

画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サ

ービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業

所又は指定地域密着型サービス事業者（法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型

サービス事業者をいう。）によって提供されたものが占める割合」を加える。 
 

第１６条第９号中「サービス担当者会議」の次に「（介護支援専門員が居宅サービス計

画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案

に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を

招集して行う会議（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」と

いう。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下こ

の号において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活

用について当該利用者等の同意を得なければならない。）をいう。以下同じ。）」を加え、

「（居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者をいう。以下この

条において同じ。）」を削り、同条第１８号の２中「厚生労働大臣」を「町長」に改め、

同号の次に次の１号を加える。 

(18)の3 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成され

た居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス

費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護

サービス費（以下この号において「サービス費」という。）の総額が法第４３条第

２項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介

護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が町長が定める基準

に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあつた場合には、当該指定居

宅介護支援事業所の居宅介護サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サー

ビス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を

市町村に届け出なければならない。 
 

第２１条中「規程（」の次に「以下「運営規程」という。」を加え、同条中第６号を第

７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項 
 

第２２条に次の１項を加える。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要、かつ、相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 
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第２２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２２条の２ 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利

用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知

するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うものとする。 
 

第２４条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２４条の２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感

染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護

支援専門員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防

及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 
 

第２５条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定

居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 
 

第３０条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第３０条の２ 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に

開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備するこ
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と。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待防止のた

めの研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
 

第３２条第２項第４号中「項」を「号」に改める。 
 

第３３条中「第２５条」の次に「第１項」を加える。 
 

本則に次の１章を加える。 

第７章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３４条 指定居宅介護支援事業所及び指定居宅介護支援の提供に当たる者並びに基

準該当居宅介護支援の事業を行う者及び基準該当居宅介護支援の提供に当たる者

（次項において「指定居宅介護支援事業者等」をいう。）は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本、その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行

うことが規定されている又は想定されるもの（第１０条（前条において準用する場

合を含む。）及び第１６条第２４号（前条において準用する場合を含む。）並びに

次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて当該書面に係る電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者等は、交付、説明、同意、承諾、その他これらに類する

もの（以下この項において「交付等」という。）のうち、この条例の規定において

書面で行うことが規定されている又は想定されているものについては、当該交付等

の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その

他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 
 

附則第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改め、「第２項」

の次に「（第３３条において準用する場合を含む。）」を、「介護支援専門員」の次に「（主

任介護支援専門員を除く。）」を加え、「第６」を「同」に改め、「第１項」の次に「（第

３３条において準用する場合を含む。）」を加える。 

 

附則に次の１項を加える。 

３ 令和９年３月３１日までの間は、令和３年３月３１日までに法第４６条第１項の

指定を受けている事業所（基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所にあっては、
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同日において当該事業を行っている事業所）であって、同日において当該事業所に

おける第６条第１項（第３３条において準用する場合を含む。）に規定する管理者

（以下この項において「管理者」という。）が介護保険法施行規則第１４０条の６

６第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でないものについては、第６条第２項

（第３３条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、引き続き、同日

における管理者である介護支援専門員を管理者とすることができる。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１６条第１８号の

２の次に１号加える改正規定は、同年１０月１日から施行する。 

    (虐待の防止に係る経過措置) 

  第２条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和６年３月３１日まで

の間、この条例による改正後の鹿追町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第４条第５項及び第３０条の２(こ

れらの規定を新条例第３３条において準用する場合を含む。)の規定の適用について

は、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、

新条例第２１条(新条例第３３条において準用する場合を含む。)の規定の適用につ

いては、新条例第２１条中、「、次に」とあるのは「、第６号に掲げる事項に関す

る規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重

要事項(同号に掲げる事項を除く。)」とする。 

    (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 

第３条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２２条の２(新条例第３３

条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第２２条の２第

１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中

「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「行

うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

  (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置) 

第４条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２４条の２(新条例第３３

条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例２４条の２中「講

じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 
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議案第 １４ 号 

 

   鹿追町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等 

に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する条例の一部を改正す 

る条例の制定について 

 

鹿追町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護 

予防のための効果的な支援の方法等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

する。 

 

令和３年３月１２日提出 

 

                          鹿追町長 喜 井 知 己 

 

   鹿追町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等 

に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 

 鹿追町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法等に関する条例(平成２６年条例第２３号)の一部を次の

ように改正する 

 

目次中「第６章 委任（第３５条）」を 
「 第６章 委任（第３５条） 

第７章 雑則（第３６条） 」 
に改める。 

 

第３条に次の２項を加える。 

５ 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な

体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じな

ければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第１

１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切

かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 

第１９条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項 
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第２０条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

第２０条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２０条の２ 指定介護予防支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利

用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

第２２条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２２条の２ 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所において感

染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電

話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６

月に１回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る

こと。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びま

ん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

第２３条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定

介護予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、同項の規定による掲示に代えることができる 
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第２８条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第２８条の２ 指定介護予防支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に

開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備するこ

と。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための

研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

第２９条中「事業者ごとに」を「事業所ごとに」に改める。 

 

第３２条第７号中「解決すべき」を「支援すべき」に改め、同条第９号中「行う会議」

の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又

はその家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テ

レビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

 

本則に次の１章を加える。 

第７章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３６条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者並びに基

準該当介護予防支援の事業を行う者及び基準該当介護予防支援の提供に当たる者

（次項において「指定介護予防支援事業者等」という。）は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行う

ことが規定されている又は想定されるもの（第９条（第３４条において準用する場

合を含む。）及び第３２条第２６号（第３４条において準用する場合を含む。）並

びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 

２ 指定介護予防支援事業者等は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するも
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の（以下この項において「交付等」という。）のうち、この条例の規定おいて書面

で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方

の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知

覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

   (虐待の防止に係る経過措置) 

第２条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和６年３月３１日までの

間、この条例による改正後の鹿追町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例(以下「新条例」という。)第３条第５項及び第２８条の２(これらの規定を新条

例第３４条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中

「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新条例第１９条(新条

例第３４条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第１９条

中、「、次に」とあるのは「、第６号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努

めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除

く。)」とする。 

   (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 

第３条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２０条の２(新条例第３４条

において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第２０条の２第１項

中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施

しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「行うもの

とする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

   (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置) 

第４条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２２条の２(新条例第３４条

において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例２２条の２中「講じ

なければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 
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議案第 １５ 号 

 

鹿追町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和３年３月１２日提出 

 

                        鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２５年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

目次中「第２２７条」の次に「・第２２８条」を加える。 

 

第１条中「共生型指定地域密着型サービスの事業に係る」を削り、「第７８条の２

の２第１項」の次に「各号」を加え、「指定地域密着型サービスの事業に係る法第７

８条の２第１項及び第４項第１号並びに」を削り、「より」を「基づき」に改め、「共

生型地域密着型サービスの事業並びに」を削り、「基準を」を「基準について」に改

める。 

 

第３条に次の２項を加える。 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等

の措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当

たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要

な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 

第７条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第２号中「行う」を「行い、」に
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改める。 

 

第８条第２項本文中「厚生労働大臣」を「町長」に改め、同項ただし書中「第１項」

を「前項」に、「厚生労働大臣」を「町長」に改め、同条第５項中「支障がない場合」

を「支障がないとき」に改め、同項第１号中「いう。」の次に「第４９条第４項第１

号及び」を加え、同項第２号中「いう」の次に「。第４９条第４項第２号において同

じ」を加え、同項第３号中「いう」の次に「。第４９条第４項第３号において同じ」

を加え、同項第４号中「いう」の次に「。第４９条第４項第４号において同じ」を加

え、同項第５号中「いう。」の次に「第４９条第４項第５号、」を加え、同項第６号

中「をいう。」の次に「第４９条第４項第６号、」を加え、同項第７号中「をいう。」

の次に「第４９条第４項第７号、」を加え、「第３号」を削り、同項第８号中「をい

う。」の次に「第４９条第４項第８号及び」を加え、同項第１１号中「（以下「平成

１８年旧介護保険法」という。）」を削り、同条第６項ただし書中「当該」の次に「指

定」を加える。 

 

第１６条中「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年

厚生省令第３８号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第１３条第９号」を

「鹿追町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平

成３０年鹿追町条例第１３号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。）第１

６条第９号」に改める。 

 

第２５条第２項中「それらの結果」を「その結果」に改める。 

 

第２８条第２項ただし書中「及び利用者」を「並びに利用者」に改める。 

 

第３３条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

第３４条に次の１項を加える。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が

害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければ
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ならない。 

 

第３４条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第３４条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常

災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下、この条において「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の

見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

第３５条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の 

予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置そ

の他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行

うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するととも

に、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知

徹底を図ること。 

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の 

予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防

止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

第３６条に次の１項を加える。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する重要事項
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を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定

による掲示に代えることができる。 

 

第４１条第１項中「町の職員」を「町の職員（当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所が町の区域外に所在する場合は、その所在する市町村の職員）」に改

め、「協議会」の次に「（テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。

ただし、利用者又はその家族（以下この項、第７７条第１項及び第１１１条において

「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につい

て当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

 

第４２条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第４２条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又

はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防 

止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防 

止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定

期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

第４４条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 

 

第４５条第２項中「第４４条」を「前条」に改める。 

 

第４６条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 

 

第４９条第１項第１号中「専ら」及び「とする。」を削り、同号ただし書を削り、

同項第２号中「とする。」を削り、同項第３号中「専ら」及び「とする。」を削り、
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同号ただし書を削り、同条第２項本文中「厚生労働大臣」を「町長」に改め、同項た

だし書中「同項ただし書に規定する厚生労働大臣」を「町長」に改め、同条に次の５

項を加える。 

３ オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、

利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期

巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付け

る業務に従事することができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設

等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がないときは、前

項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てるこ

とができる。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所 

(2) 指定短期入所療養介護事業所 

(3) 指定特定施設 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

(6) 指定地域密着型特定施設 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

(9) 指定介護老人福祉施設 

(10) 介護老人保健施設 

(11) 指定介護療養型医療施設 

(12) 介護医療院 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供

に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、

当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にあ

る指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の職務に従事することができる。 

６ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセン

ターサービスの提供に支障がない場合は、第３項本文及び前項本文の規定にか

かわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。 
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７ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合に

おいて、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービ

スの提供に支障がないときは、第１項の規定にかかわらず、随時訪問サービス

を行う訪問介護員等を置かないことができる。 

 

第５７条中「（以下この章において「運営規程」という。）」を削り、同条中第８

号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

第５８条第２項ただし書中「随時訪問サービスについては」を「指定夜間対応型訪

問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築して

おり」に、「との連携」を「又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（以

下この項において「指定訪問介護事業所等」という。）との密接な連携」に改め、「と

きは」の次に「、町長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間

対応型訪問介護の事業の一部を」を加え、「指定訪問介護事業所の訪問介護員等」を

「指定訪問介護事業所等の従業者」に改め、同条第３項中「前項」を「前項本文」に、

「指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の事業とが同一敷地内において一体的に運営されている場合（第３４

条第２項ただし書の規定により当該夜間対応型訪問介護事業所の従業者が当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務を行うことにつき町長に認められてい

る場合に限る。）であって、利用者の処遇に支障がないときは」を「オペレーション

センターサービスについては」に、「定期巡回サービス又は随時訪問サービスの事業

の一部を他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に行わ

せる」を「複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指

定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はそ

の家族等からの通報を受ける」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を

確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応

型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければならない。 
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第５９条に次の１項を加える。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在す

る建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提

供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定夜間対

応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 

 

第６０条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 

 

第６１条前段中「第３５条」を「第３４条の２」に、「、第４２条及び第４３条」

を「及び第４２条から第４３条まで」に改め、同条中「「第５７条に規定する重要事

項に関する規定」と、」を「「運営規定（第５７条に規定する重要事項に関する規定

をいう。第３６条第１項において同じ。）」と、同項、第２１条、第３４条の２第２

項、第３５条第１項並びに第３項第１号及び第３号、第３６条第１項並びに第４２条

の２第１号及び第３号中」に改め、「、第２１条、第３５条及び第３６条中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と」

を削る。 

 

第６２条の見出しを削る。 

 

第６３条第１項第３号中「第５条」を「第５条の規定」に、「市町村」を「町長」

に改め、同条第３項中「前項」を「前項の規定」に改める。 

 

第６４条ただし書中「ただし」の次に「、当該管理者は」を加える。 

 

第６５条第２項第１号中「ア」の次に「の規定」を加え、同項第２号中「遮へい物」

を「遮蔽物」に改め、同条第４項中「（」を「において、」に、「場合に限る。）に

は」を「ときは」に改める。 

 

第６７条第３項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第５号中「認められる費

用」を「認められるもの」に改め、同条第４項中「厚生労働大臣」を「町長」に改め

る。 

 

第６９条第６号前段中「添って」を「沿って」に、「する。」を「ものとする。こ

の場合において、」に改める。 
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第７２条中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

第７３条第３項に後段として次のように加える。 

その際、指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者

（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する

政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認

知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければな

らない。 

 

第７３条に次の１項を加える。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を

確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型

通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならない。 

 

第７５条第２項中「前項の規定により」を削り、同項を同条第３項とし、同条第１

項の次に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、

地域住民の参加が得られるように連携に努めなければならない。 

 

第７６条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」を「、次に掲

げる措置を講じなければならない」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防

止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防

止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者

に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施

すること。 
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第７７条第１項中「町の職員」を「町の職員（当該指定地域密着型通所介護事業所

が町の区域外に所在する場合は、その所在する市町村の職員）」に改め、「協議会」

の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用

者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同

意を得なければならない。）」を加え、同条第４項中「市町村」を「町」に改める。 

 

第７９条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 

 

第８０条中「第３０条」の次に「、第３４条の２」を、「第４０条まで」の次に「、

第４２条の２」を加え、「「第７２条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、

第３６条」を「「運営規定（第６１条に規定する重要事項に関する規定をいう。第３

６条第１項において同じ。）」と、同項、第３４条の２第２項、第３６条第１項並び

に第４２条の２第１号及び第３号」に改める。 

 

第８０条の２中「指定放課後等デイサービスをいう。第１号において同じ。」を「指

定放課後等デイサービスをいう。同号において同じ。」に改める。 

 

第８０条の３前段中「第３０条」の次に「、第３４条の２」を、「第４０条まで」

の次に「、第４２条の２」を加え、「第６３条」を「第６２条」に、「第６４条、第

６５条第４項及び」を「第６４条及び第６５条第４項並びに」に改め、同条中「「第

７２条に規定する重要事項に関する規程（第３６条において「運営規程」という。）」」

を「「運営規程（第７２条に規定する重要事項に関する規程をいう。第３６条第１項

において同じ。）」」に、「第３６条中」を「第３４条の２第２項、第３６条第１項

並びに第４２条の２第１号及び第３号中」に、「及び第７３条第３項」を「、第７３

条第３項及び第４項並びに第７６条第２項第１号及び第３号」に改める。 

 

第８３条第２項中「従事する者」を「従事するもの」に改める。 

 

第８３条の２第１項ただし書中「ただし」の次に「、当該管理者は」を加える。 

 

第８３条の４第２項中「乗じた」を「乗じて得た」に改め、同条第４項中「（」を

「において、」に改め、「深夜に」の次に「指定」を加え、「場合に限る。）には」

を「ときは」に改め、「当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った」を削る。 
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第８３条の８第５号中「添って」を「沿って」に改める。 

 

第８３条の１２中第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

第８３条の１４第１項中「サービス提供管理委員会」の次に「（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）」を加える。 

 

第８３条の１５第２項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第４号中「市町村」

を「町」に改める。 

 

第８３条の１６中「第３０条」の次に「、第３４条の２」を、「第４０条まで」の

次に「、第４２条の２」を加え、同条後段中「第３６条中」を「第３４条の２第２項、

第３６条第１項並びに第４２条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第３６条第１項中」に、「規

定」を「規程」に、「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療

養通所介護従業者」と、第７３条第３項中」を「第７３条第３項及び第４項並びに第

７６条第２項第１号及び第３号中」に改める。 

 

第８５条第１項中「併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通

所介護をいう。以下同じ。）」を「併設されていない事業所において行われる指定認

知症対応型通所介護をいう。」に改め、同条第４項中「前各項」を「前３項」に、「平

成２４年」を「平成２５年」に改める。 

 

第８７条第２項第１号中「ア」の次に「の規定」を加え、同項第２号中「遮へい物」

を「遮蔽物」に改め、同条第４項中「（」を「において、」に、「場合に限る。）に

は」を「ときは」に改める。 

 

第８８条第１項中「施設」の次に「（第９０条第１項において、「本体事業所等」

という。）」を加える。 

 

第８９条第２項中「第７項」の次に「、第１３４条第９項」を加える。 

 

第９０条第１項ただし書中「できるものとする」を「できるものとするほか、当該

共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にあ
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る他の本体事業所等の職務に従事することができるものとする」に改め、同条第２項

中「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 

 

第９７条中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

第１０３条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 

 

第１０４条中「第３０条」の次に「、第３４条の２」を、「第４０条まで」の次に

「、第４２条の２」を加え、同条後段中「「第９７条に規定する重要事項に関する規

程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通

所介護従業者」を「「運営規程（第９７条に規定する重要事項に関する規程をいう。

第３６条第１項において同じ。）」に、「第３６条」を「同項、第３４条の２第２項、

第３６条第１項並びに第４２条の２第１号及び第３号」に、「とあるのは「認知症対

応型通所介護従業者」を「とあり、並びに第７３条第３項及び第４項並びに第７６条

第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型

通所介護従業者」に改める。 

 

第１０６条第６項の表中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「、指定介護

老人福祉施設、介護老人保健施設」を加え、「、指定認知症対応型通所介護事業所、

指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設」を「又は指定認知症対応型通所介護事

業所」に改め、同条第１１項及び第１２項中「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 

 

第１０７条第３項中「第１３５条第２項」を「第１３５条第３項」に改め、「、第

２１６条第３項」を削り、「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 

 

第１０８条中「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者、」を「指定複

合型サービス事業所等の従業者若しくは」に、「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 

 

第１０９条第１項の表を削り、同条第２項に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人

 

-37-



第１１０条第２項第２号ウ中「イ」の次に「の基準」を加える。 

 

第１１１条中「会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用に

ついて当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

 

第１１４条第３項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第６号中「認められる

費用」を「認められるもの」に改め、同条第４項中「厚生労働大臣」を「町長」に改

める。 

 

第１１５条第２項中「それらの結果」を「その結果」に改める。 

 

第１１６条第６号中「前項」を「前号」に改める。 

 

第１１７条第２項中「第１３条」を「条例第１６条」に改める。 

 

第１２０条第３項中「なくては」を「なければ」に改める。 

 

第１２４条中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

第１２５条に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、

地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運

営に必要であると町が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

町が認めた日から介護保険事業計画（法第１１７条第１項に規定する市町村介

護保険事業計画であって、町が定めるものをいう。以下、この項において同じ。）

の終期まで（町が次期の介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替

サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用

することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の介護保険事業計

画の終期まで）に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用

定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。 

 

第１２６条第２項中「当たって」を「当たっては」に改める。 

 

第１２７条第１項中「おかねば」を「おかなければ」に改める。 
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第１３１条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 

 

第１３２条中「第３０条」の次に「、第３４条の２」を加え、「、第４３条」を「か

ら第４３条まで」に、「第７７条まで」を「第７７条」に、「「第１２４条に規定す

る重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第３６条」を「「運営規程（第１２４条

に規定する重要事項に関する規程をいう。第３６条第１項において同じ。）」と、同

項、第３４条の２第２項、第３６条第１項並びに第４２条の２第１号及び第３号」に

改め、「第３項」の次に「及び第４項並びに第７６条第２項第１号及び第３号」を加

える。 

 

第１３４条第１項中「除く。）をいう」の次に「。以下この項において同じ」を加

え、同項に次のただし書を加える。 

ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が

３である場合であり、かつ、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介

護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造で

ある場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講

じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時

間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、

夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わ

せるために必要な数以上とすることができる。 

 

第１３４条第５項本文中「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事業

所」に改め、同項ただし書中「ただし」の次に「、当該計画作成担当者は」を加え、

「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事業所」に改め、同条第６項中

「厚生労働大臣」を「町長」に改め、同条第１０項中「第９項」を「第１０項」に改

め、同項を同条第１１項とし、同条中第９項を第１０項とし、第８項の次に次の１項

を加える。 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介

護事業所（指定認知症対応型共同生活事業所であって、指定居宅サービス事業

等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する

指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応
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型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって

当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生

活介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」とい

う。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）については、

介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第６項の別に町長が定める研

修を修了している者を置くことができる。 

 

第１３５条第２項中「厚生労働大臣」を「町長」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サ

テライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管

理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもつて充てることができ

る。 

 

第１３６条中「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 

 

第１３７条第１項中「又は２」を「以上３以下（サテライト型指定認知症対応型共

同生活介護事業所にあっては、１又は２）」に改め、同項ただし書を削る。 

 

第１４１条第７項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）」を加え、同条第８項中「外部の者による」を「次に掲

げるいずれかの」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 外部の者による評価 

(2) 第１５２条において準用する第７７条第１項に規定する運営推進会議にお

ける評価 

 

第１４５条中「指定地域密着型サービス」の次に「（サテライト型指定認知症対応

型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介

護を除く。）」を加える。 

 

第１４６条第２号中「職務内容」を「職務の内容」に改め、同条中第７号を第８号

とし、第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

第１４７条第２項中「介護従業者」を「従業者」に改め、同条第３項に後段として
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次のように加える。 

その際、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者（看護師、

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める

者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る

基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

第１４７条に次の１項を加える。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活

介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならない。 

 

第１５１条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 

 

第１５２条中「第３０条」の次に「、第３４条の２」を加え、「、第４３条」を「か

ら第４３条まで」に、「第１２８条まで」を「第１２８条」に、「「第１４６条に規

定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「介護従業者」と、第３６条」を「「運営規程（第１４６条に規定する重要

事項に関する規程をいう。第３６条第１項において同じ。）」と、同項、第３４条の

２第２項、第３６条第１項並びに第４２条の２第１号及び第３号」に改め、「第４節」

と」の次に「、第７６条第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」と

あるのは「介護従業者」と」を加える。 

 

第１５４条第５項及び第６項ただし書中「当該」の次に「指定」を加える。 

 

第１５６条第４項第１号ア本文中「する」の次に「こと」を加える。 

 

第１５７条の見出し中「説明及び」を「説明並びに」に改める。 

 

第１６２条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）」を加える。 

 

第１６３条第６項中「地域密着型特定施設サービス計画作成後」を「地域密着型特

定施設サービス計画の作成後」に改める。 
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第１６９条第２号中「職務内容」を「職務の内容」に改め、同条中第９号を第１０

号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

第１７０条第４項に後段として次のように加える。 

その際、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型

特定施設従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第

２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を

講じなければならない。 

 

第１７０条に次の１項を加える。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されること

を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

第１７２条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 

 

第１７３条中「第３０条」の次に「、第３４条の２」を加え、「、第４３条」を「か

ら第４３条まで」に、「第３６条中」を「第３４条の２第２項、第３６条第１項並び

に第４２条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第３６条第１項中「運営規程」とあるの

は「第１６９条に規定する重要事項に関する規程」と」に改め、「「定期巡回・随時

対応型介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と」を削り、「第

４節」と」の次に「、第７６条第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業

者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と」を加える。 

 

第１７４条の見出しを削る。 

 

第１７５条の見出しを削り、同条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることによ

り当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができ
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る場合にあって、入所者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士又は管理栄

養士を置かないことができる。 

 

第１７５条第１項第４号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え、同条第３

項ただし書中「、指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設（第２０２条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を

いう。以下この項において同じ。）を除く。以下この項において同じ。）にユニット

型指定介護老人福祉施設（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１１年厚生省令第３９号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。）第３

８条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）

を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉

施設の介護職員及び看護職員（指定介護老人福祉施設基準第４７条第２項の規定に基

づき配置される看護職員に限る。）又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施

設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（第２１

１条第２項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）を除き」を削り、同条第４

項中「第１７６条」を「次条」に改め、同条第８項各号列記以外の部分中「栄養士」

の次に「若しくは管理栄養士」を加え、同項第１号中「栄養士」を「生活相談員、栄

養士若しくは管理栄養士」に改め、同項第２号から第４号までの規定中「栄養士」の

次に「若しくは管理栄養士」を加え、同条第１２項中「指定介護予防サービス等」の

次に「の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する」を、「基準」の次に「（平成１８年厚生労働省

令第３５号）」を加え、同条第１３項中「。以下同じ」を削り、「第７条」の次に「第

１項」を、「栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加える。 

 

第１７６条の見出しを削り、同条第１項第８号中「とすること。ただし、中廊下の

幅は、１．８メートル以上とすること。なお」を「（中廊下にあっては、１．８メー

トル以上）とすること。ただし」に改める。 

 

第１８０条第３項第３号及び第４号並びに第４項中「厚生労働大臣」を「町長」に

改める。 

 

第１８１条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行う
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ことができるものとする。）」を加える。 

 

第１８２条第６項中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。ただし、入所者又はその家族（以下この項において「入所者等」

という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者

等の同意を得なければならない。）」を加える。 

 

第１８７条の次に次の２条を加える。 

（栄養管理） 

第１８７条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持

及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態

に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 

（口腔衛生の管理） 

第１８７条の３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保

持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を

整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければなら

ない。 

 

第１９２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

第１９３条第３項中「に対し、その資質の向上のための」を「の資質の向上のため

に、その」に改め、同項に後段として次のように加える。 

その際、指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、

介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格

を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研

修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

第１９３条に次の１項を加える。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じなければならない。 
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第１９５条第２項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第１号中「委員会」の

次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）」を加え、同

項第３号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練」を

加え、同項第４号中「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 

 

第１９９条第１項中「次の各号に定める」を「次に掲げる」に改め、同項第３号中

「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）」

を加え、同項に次の１号を加える。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

第２００条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 

 

第２０１条前段中「第３０条」の次に「、第３４条の２」を、「第４０条」の次に

「、第４２条の２」を加え、「、第７７条第１項」を「及び第７７条第１項」に改め、

同条中「「第１９２条に規定する重要事項に関する規程」と、」を「「運営規程（第

１９２条に規定する重要事項に関する規程をいう。第３６条第１項において同じ。）」

と、同項、第３４条の２第２項、第３６条第１項並びに第４２条の２第１号及び第３

号中」に改め、「、第３６条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「従業者」と」を削る。 

 

第２０２条中「、第３節及び前節」を「及び前２節」に改める。 

 

第２０４条第１項第１号ア中「おおむね１０人以下としなければならない」を「原

則としておおむね１０以下とし、１５人を超えないものとする」に改め、同号ア（ウ）

中「床面積等は、次のいずれかを満たす」を「床面積は、１０．６５平方メートル以

上とする」に改め、同号ア（ウ）に次のただし書を加える。 

ただし、（ア）ただし書の場合にあっては、２１．３平方メートル以上とするこ

と。 

 

 第２０４条第１項第１号ア（ウ）a及びｂを削る。 

 

第２０４条第１項第４号中「とすること。ただし、中廊下の幅は、１．８メートル

以上とすること。なお」を「（中廊下にあっては、１．８メートル以上）とすること。

ただし」に改める。 
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第２０５条第３項第３号及び第４号並びに第４項中「厚生労働大臣」を「町長」に

改める。 

 

第２０６条第５項中「当たって」を「当たっては」に改め、同条第８項第１号中「委

員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）」を

加える。 

 

第２１０条中第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

第２１１条第２項中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第４項中「に対し、そ

の資質の向上のための」を「の資質向上のために、その」に改め、同項に後段として

次のように加える。 

その際、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める

者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る

基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

第２１１条に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われ

る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相

当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止のため

の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

第２１３条中「第３０条」の次に「、第３４条の２」を、「第４０条」の次に「、

第４２条の２」を加え、「「第２１０条に規定する重要事項に関する規程」と、」を

「「運営規程（第２１０条に規定する重要事項に関する規程をいう。第３６条第１項

において同じ。）」と、同項、第３４条の２第２項、第３６条第１項並びに第４２条

の２第１号及び第３号中」に改め、「、第３６条中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「従業者」と」を削り、「及び第５号」を「、第５号及び第

７号」に改める。 

 

第２１４条の見出しを削る。 
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第２１５条第１２項中「厚生労働大臣」を「町長」に改め、同条第１３項中「前項

の」の次に「別に町長が定める」を加える。 

 

第２１６条第３項中「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 

 

第２１７条中「従業者も」を「従業者」に、「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 

 

第２１９条第２項第２号ウ中「イ」の次に「の基準」を加える。 

 

第２２０条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それ

らの」を「行い、その」に改める。 

 

第２２３条第４項中「なくては」を「なければ」に改める。 

 

第２２５条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 

 

第２２６条中「第３０条」の次に「、第３４条の２」を加え、「、第４３条」を「か

ら第４３条まで」に、「「第２２６条において準用する第１２４条に規定する重要事

項に関する規程（第３５条において「運営規程」という。）」と、「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第３６条」を「「運営規程（第２２６条において準用する第１２４条に規定する重要

事項に関する規程をいう。第３６条第１項において同じ。）」と、同項、第３４条の

２第２項、第３６条第１項並びに第４２条の２第１号及び第３号」に改め、「第３項」

の次に「及び第４項並びに第７６条第２項第１号及び第３号」を加え、「従事者」を

「従業者」に改める。 

 

本則に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第２２８条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提

供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規

定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文

字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又

は想定されるもの（第１４条第１項（第６１条、第８０条、第８０条の３、第
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８３条の１６、第１０４条、第１３２条、第１５２条、第１７３条、第２０１

条、第２１３条及び第２２６条において準用する場合を含む。）、第１３９条

第１項、第１６０条第１項及び第１７９条第１項（第２１３条において準用す

る場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代

えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当た

る者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下この

項において「交付等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行う

ことが規定されている又は想定されているものについては、当該交付等の相手

方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他

人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

 

附則第２項中「平成３６年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「第１５４

条」を「第１７６条」に改める。 

 

附則第３項中「平成３６年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改める。 

 

附則第４項中「平成３６年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「入所」を

「入所させ」に、「第１５４条」を「第１７６条」に、「第１８２条」を「第２０４

条」に改める。 

 

附則第５項中「平成３６年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「入所」を

「入所させ」に改める。 

 

附則第６項中「第１５１条」を「第１５６条」に、「平成３６年３月３１日」を「令

和６年３月３１日」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 （虐待の防止に係る経過措置） 
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第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日ま

での間この条例による改正後の鹿追町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第３条第３項及び

第４２条の２（新条例第６１条、第８０条、第８０条の３、第８３条の１６、第１

０４条、第１３２条、第１５２条、第１７３条、第２０１条、第２１３条及び第２

２６条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中

「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新条例第３３条、

第５７条、第７２条（新条例第８０条の３において準用する場合を含む。）、第８

０条の１２、第９７条、第１２４条、（新条例第２２６条において準用する場合を

含む。）、第１４６条、第１６９条、第１９２条及び第２１０条の規定の適用につ

いては、これらの規定中「、次に」とあるのは、「、虐待の防止のための措置に関

する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」

とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。 

 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

第３条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３４条の２（新条例第６

１条、第８０条、第８０条の３、第８３条の１６、第１０４条、第１３２条、第１

５２条、第１７３条、第２０１条、第２１３条及び第２２６条において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、新条例第３４条の２第１項中「講じなけれ

ば」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」

とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「行うものとする」と

あるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等における感染症の予防及び 

まん延の防止のための措置に係る経過措置） 

第４条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３５条第３項（新条例第

６１条において準用する場合を含む。）及び第７６条第２項（新条例第８０条の３、

第８３条の１６、第１０４条、第１３２条、第１５２条、第１７３条及び第２２６

条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講

じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

第５条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第７３条第３項（新条例第
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８０条の３、第８３条の１６、第１０４条、第１３２条及び第２２６条において準

用する場合を含む。）、第１４７条第３項、第１７０条第４項、第１９３条第３項

及び第２１１条第４項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」

とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

 

（栄養管理に係る経過措置） 

第６条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第１８７条の２（新条例第

２１３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第１８

７条の２中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。 

 

 （口腔衛生の管理に係る経過措置） 

第７条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第１８７条の３（新条例第 

 ２１３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第１８

７条の３中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。 

 

（指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症の予防及びまん延の防止の 

ための訓練に係る経過措置） 

第８条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第１９５条第２項第３号（新

条例第２１３条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、指定地域密

着型介護老人福祉施設は、その従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止

のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

第９条 施行日から起算して６月を経過する日までの間、新条例１９９条第１項（新

条例第２１３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中、

「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第１号から第３号までに掲げる

措置を講ずるとともに、第４号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。 

 

（ユニット定員に係る経過措置） 

第１０条 施行日から当分の間、新条例第２０４条第１項第１号ア（イ）の規定に基

づき入居定員が１０人を超えるユニットを整備するユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設は、新条例第１７５条第１項第３号ア及び第２１１条第２項の基準

を満たすほか、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における夜間及び深夜
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を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置

するよう努めるものとする。 

 

第１１条 この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを

含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）の

居室であって、この条例による改正前の鹿追町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例第２０４条第１項第１号ア（ウ）ｂの

規定の要件を満たしているものについては、なお従前の例による。 
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議案第 １６ 号 

 

鹿追町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び 

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援 

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和３年３月１２日提出 

 

                       鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び 

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援 

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例（平成２５年条例第２号）の一部を次のように改正する。 
 

目次中「第９３条」の次に「・第９４条」を加える。 
 

第１条中「第１１５条の１２第２項第１号並びに」を削り、「より」を「基づき」

に、「を」を「について」に改める。 
 

第２条第１号中「第１４項」を「第１２項」に改める。 
 

第３条に次の２項を加える。 

３ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防

止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実

施する等の措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービ

スを提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関

連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければなら

ない。 
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第７条第１項各号列記以外の部分中「この条」を「この項」に、「指定介護予防認

知症対応型通所介護をいう。以下同じ」を「指定介護予防認知症対応型通所介護をい

う」に改める。 
 

第８条第２項中「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 
 

第９条第２項第１号中「ア」の次に「の規定」を加え、同項第２号中「遮へい物」

を「遮蔽物」に改め、同条第４項中「場合（」を「場合において、」に、「場合に限

る。）には」を「ときは」に改める。 
 

第１０条第１項中「次条」の次に「第１項」を、「事業所又は施設」の次に「（第

１２条第１項において「本体事業所等」という。）」を加える。 
 

第１１条第２項中「。第８１条において同じ」を削り、「同第７項」を「同条第７

項及び第７３条第９項」に改める。 
 

第１２条第１項ただし書中「できるものとする」の次に「ほか、当該共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他

の本体事業所等の職務に従事することができるものとする」を加え、同条第２項中「厚

生労働大臣」を「町長」に改める。 
 

第１８条中「サービス担当者会議（」の次に「鹿追町」を、「方法」の次に「等」

を加え、「基準」を「条例」に、「平成１８年厚生労働省令第３７号」を「平成２６

年鹿追町条例第２３号」に改め、「指定介護予防支援等基準」の次に「条例」を加え、

「第３０条」を「第３２条」に改める。 
 

第２１条中「当該」の次に「介護予防サービス」を加える。 
 

第２４条第３項中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第４項中「厚生労働大臣」

を「町長」に改める。 
 

第２９条中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 
 

第３０条第３項に後段として次のように加える。 

その際、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介護予防認知症

対応型通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第

８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する

ものを除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなければならない。 
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第３０条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 
 

第３０条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第３０条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や非常災害

の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介

護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直

しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 
 

第３２条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に

当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 
 

第３３条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」を「、次に掲

げる措置を講じなければならない」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通

信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるも

のとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、

介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症

対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を定期的に実施すること。 
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第３４条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する重要事項を記

載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、

これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示

に代えることができる。 
 

第３９条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第３９条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はそ

の再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所事業所における虐待の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知

症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所事業所における虐待の防止のための

指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所事業所において、介護予防認知症対 

応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施するこ

と。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
 

第４１条第１項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する町の職

員」を「町の職員（当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が町の区域外に所

在する場合は、その所在する市町村の職員）」に改め、「協議会」の次に「（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以

下この項及び第５１条において、「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を

加える。 
 

第４２条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 
 

第４６条第６項中「前各号」を「前各項」に改め、同項の表中「指定地域密着型介

護老人福祉施設」の次に「、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設」を加え、「、

指定認知症対応型通所介護事業所、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設」を

「又は指定認知症対応型通所介護事業所」に改め、同条第７項中「若しくは」を「又

は」に、「以外のもの」を「以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」に、

「以下「本体事業所」を「以下この章において「本体事業所」に改め、同条第１１項

中「厚生労働大臣」を「町長」に改め、同条第１２項中「第６９条第２号に規定する」
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を削り、「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 
 

第４７条第１項ただし書中「第６項表」を「前条第６項の表」に、「指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第８条第１項」を

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（同項」に改め、「以下同じ。」を

削り、同条第３項中「第７４条第２項」を「第７４条第３項」に、「厚生労働大臣」

を「町長」に改める。 
 

第４８条中「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 
 

第５０条第２項第２号ウ中「及びイ」の次に「の基準」を加える。 
 

第５１条中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 
 

第５４条第３項中「次の各号」を「次」に改め、同項第６号中「認められる費用」

を「認められるもの」に改め、同条第４項中「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 
 

第５９条中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 
 

第６０条に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、

地域の実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

効率的運営に必要であると町が認めた場合は、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者は、町が認めた日から介護保険事業計画（法第１１７条第１項に

規定する市町村介護保険事業計画であって、町が定めるものをいう。以下この

項において同じ。）の終期まで（町が次期の介護保険事業計画を作成するに当

たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合であっ

ては、次期の介護保険事業計画の終期まで）に限り、登録定員並びに通いサー

ビス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅

介護の提供を行うことができる。 
 

第６１条第２項中「当たって」を「当たっては」に改める。 
 

第６２条第１項中「おかねば」を「おかなければ」に改める。 
 

第６６条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 
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第６７条中「第３３条から第３８条まで及び第３９条（第４項を除く。）から第４

１条まで」を「第３０条の２及び第３３条から第４１条まで（第３９条第４項を除

く。）」に、「「第５９条に規定する重要事項に関する規程」と、」を「「運営規程

（第５９条に規定する重要事項に関する規程をいう。第３４条第１項において同

じ。）」と、同項、第３０条第３項及び第４項、第３０条の２第２項、第３３条第２

項第１号及び第３号、第３４条第１項並びに第３９条の２第１号及び第３号中」に、

「第２８条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者」と、同条」を「第２８条」に改め、「、第３０条、第３４

条並びに第３５条第１項及び第２項中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあ

るのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削る。 
 

第６８条第２項中「それらの」を「その」に改める。 
 

第６９条第２号中「指定介護予防支援等基準」の次に「条例」を加え、「取組」を

「取扱」に改め、同条第３号中「すると」の次に「と」を加え、「なくては」を「な

ければ」に改める。 
 

第７３条第１項中「除く。）をいう」の次に「。以下この項において同じ」を加え、

同項に次のただし書を加える。 

ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住

居の数が３である場合であり、かつ、当該共同生活住居全て同一の階において隣接

し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構

造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による

安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間

及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべ

き介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間

及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。 
 

第７３条第５項中「共同生活住居」を「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所」に改め、同条第６項中「厚生労働大臣」を「町長」に改め、同条第１０項中「第

９項」を「第１０項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条中第９項を第１０項と

し、第８項の次に次の１項を加える。 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、

指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３

年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により

設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介
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護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の

提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」という。）と

の密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）については、介護支

援専門員である計画作成担当者に代えて、第６項の別に町長が定める研修を修

了している者を置くことができる。 
 

第７４条第２項中「厚生労働大臣」を「町長」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サ

テライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活

住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てるこ

とができる。 
 

第７５条中「厚生労働大臣」を「町長」に改める。 
 

第７６条第１項中「又は２」を「以上３以下（サテライト型指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所にあっては、１又は２）」に改める。 
 

第８０条第３項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）」を加える。 
 

第８１条中「指定地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サー

ビス（サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事

業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。）」に改める。 
 

第８２条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 
 

第８３条第２項中「介護」を削り、同条第３項に後段として次のように加える。 

その際、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従事者（看

護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で

定める者等の資格を有する者その他これに類するものを除く。）に対し、認知症介

護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 
 

第８３条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範
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囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 
 

第８７条第２項中「次の各号に」を「次に」に改める。 
 

第８８条前段中「第２８条」の次に「、第３０条の２」を加え、「、第３９条（第

４項を除く。）、第４０条、第４１条（第５項を除く。）」を「から第４１条まで（第

３９条第４項及び第４１条第５項を除く。）」に改め、同条中「「第８２条に規定す

る重要事項に関する規程」と、」を「「運営規定（第８２条に規定する重要事項に関

する規定をいう。第３４条第１項において同じ。）」と、同項、第３０条の２第２項、

第３３条第２項第１号及び第３号、第３４条第１項並びに第３９条の２第１号及び第

３号中」に改め、「、第３４条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と」及び「、第６１条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

とあるのは「介護従業者」と」を削る。 
 

第８９条第２項中「外部の者による」を「次に掲げるいずれかの」に改め、同項に

次の各号を加える。 

(1) 外部の者による評価 

(2) 前条において準用する第４１条第１項に規定する運営推進会議における評   

価 
 

本則に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第９４条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予

防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、

この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定

されている又は想定されるもの（第１６条第１項（第６７条及び第８８条にお

いて準用する場合を含む。）及び第７８条第１項並びに次項に規定するものを

除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サー

ビスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの

（以下この項において「交付等」という。）のうち、この条例の規定において

書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等
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の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法

その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることが

できる。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
 

（虐待の防止に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日ま

での間、この条例による改正後の鹿追町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第３

条第３項及び第３９条の２（新条例第６７条及び第８８条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講

ずるよう努めなければ」とし、新条例第２９条、第５９条及び第８２条の規定の適

用については、これらの規定中「、次に」とあるのは、「、虐待の防止のための措

置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要

事項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」

とする。 
 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

第３条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３０条第３項（新条例第

６７条において準用する場合を含む。）及び第８３条第３項の規定の適用について

は、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」と

する。 
 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

第４条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３０条の２（新条例第６

７条及び第８８条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条

例第３０条の２第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」

と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、

同条第３項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 
 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

第５条 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３３条第２項（新条例第

６７条及び第８８条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同

項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 
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議案第 １７ 号 

 

鹿追町営牧場管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 鹿追町営牧場管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和３年３月１２日提出 

                     鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

   鹿追町営牧場管理条例の一部を改正する条例  

 

 鹿追町営牧場管理条例（昭和４９年条例第１１号）の一部を次のように改正 

する。 

 

第５条第１項中「を「放牧期」と「舎飼期」に分ける」を「は「放牧期」と

「舎飼期」とする」に改め、同項第１号中「５月１５日から１０月１６日まで 

１５５日間」を「５月６日から１０月３１日」に改め、同項第２号中「１０月

１７日から翌年５月１４日まで ２１０日間」を「４月１日から翌年３月３１

日」に改める。 

第１０条第２項各号を次のように改める。 

(1) 放牧期 ６箇月以上 １頭１日につき ２６４円 

人工授精依頼牛 １頭１回につき ２，６４０円 

 

  (2) 舎飼期 ６箇月以上 １頭１日につき ６１６円 

         人工授精依頼牛 １頭１回につき ２，６４０円 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１０条の規定は、施行日以後の使用料について

適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。 
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議案第 １８ 号 

 
   鹿追町簡易水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定について 

 
鹿追町簡易水道事業給水条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 
令和３年３月１２日提出 

 
                      鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

鹿追町簡易水道事業給水条例等の一部を改正する条例 

 

 （鹿追町簡易水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 鹿追町簡易水道事業給水条例（平成１０年条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

 

第２３条中「料金は、」の次に「隔月の」を加える。 

第２５条第１項に次の２号を加える。 

(3) 使用日数が１月を超え４５日以下のときは、使用期間を２分の３月分

とみなして算定した額 

(4) 使用日数が４６日以上のときは、使用期間を２月分とみなして算定し

た額 

第２７条第１項中「毎月」を「、当該月の使用水量を決定した日の属する月

の翌月末日を納期限として」に改める。 

 

 （鹿追町営農用水道設置条例の一部改正） 
第２条 鹿追町営農用水道設置条例(昭和５０年条例第２９号)の一部を次のよ

うに改正する。 

 
第４条中「高台地区水道使用料の」を削る。 

 

 （鹿追町農業集落排水処理施設管理条例の一部改正） 
第３条 鹿追町農業集落排水処理施設管理条例（平成元年条例第２０号）の一

部を次のように改正する。 

 
第１４条第２項中「納額告知書により毎月末日までに徴収する」を「鹿追町
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簡易水道事業給水条例（平成１０年条例第１１号）第２７条の規定を準用する」

に改める。 

第１５条第１項中「毎使用月において」を削り、同条第３項中「次のとおり

とする」を「鹿追町簡易水道事業給水条例第２５条の規定を準用する」に改め、

同項各号を削り、同条第５項中「（平成１０年条例第１１号）」を削る。 

 
 （鹿追町公共下水道条例の一部改正） 
第４条 鹿追町公共下水道条例（平成６年条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

 
第１９条第２項中「毎使用月、その使用月における公共下水道の使用につい

て、規則で定めるところにより、集金又は公共下水道納額告知書により徴収す

る」を「鹿追町簡易水道事業給水条例（平成１０年３月条例第１１号）第２７

条の規定を準用する」に改め、同条第３項を削る。 

第２０条第３項中「次の各号の定めるところによる」を「鹿追町簡易水道事

業給水条例第２５条の規定を準用する」に改め、同項各号を削る。 

 
 （鹿追町個別排水処理施設管理条例の一部改正） 
第５条 鹿追町個別排水処理施設管理条例（平成８年条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

 
第７条第２項中「規則で定めるところにより、集金又は納額告知書により毎

月末日までに前月分を徴収する」を「鹿追町簡易水道事業給水条例（平成１０

年３月条例第１１号）第２７条の規定を準用する」に改め、同条第３項中「次

の区分による」を「鹿追町簡易水道事業給水条例第２５条の規定を準用する」

に改め、同項各号を削る。 

 
    附 則 
  （施行期日） 
 １ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の鹿追町簡易水道事業給水条例、鹿追町営農用水

道設置条例、鹿追町農業集落排水処理施設管理条例、鹿追町公共下水道

条例及び鹿追町個別排水処理施設管理条例の規定は、令和３年４月以後

の月分として徴収する料金について適用し、同年３月までの月分として

徴収する料金については、なお従前の例による。 
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議案第 １９ 号 

 

鹿追町屋内ゲートボール場設置条例を廃止する条例の制定について 

 

鹿追町屋内ゲートボール場設置条例を廃止する条例を次のとおり制定する。 

 

令和３年３月１２日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町屋内ゲートボール場設置条例を廃止する条例 

 

 

 鹿追町屋内ゲートボール場設置条例（昭和６３年条例第２１号）は、廃止する。 

 

   附  則 

この条例は、令和３年３月３１日から施行する。 
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4

1
0
0

△
9
,
0
3
8

△
1
8
,
64

2

△
1
78

,
0
4
8

0

△
2
9,

4
1
2

△
2
9
,
49

1

△
4
,
50

0
△

1
5
0,

5
6
5

7
0
,
70

3

1
5
,
1
43

△
3
,
3
99

3
5
,
4
27

△
7
,
4
00

2
2
,
9
0
7

1
0
,
9
2
9

7
3
,
6
0
7

 
7
.
土

木
費

 
8
.
消

防
費

 
9
.
教

育
費

1
0
.
公

債
費

1
1
.
諸

支
出

金

歳
　

出
　

合
　

計

 
1
.
議

会
費

 
2
.
総

務
費

 
3
.
民

生
費

 
4
.
衛

生
費

 
5
.
農

林
費

 
6
.
商

工
費

（
歳

　
出

）
（

単
位

：
千

円
）

補
正

額
の

財
源

内
訳

特
定

財
源

一
般

財
源

予
算

確
定

前

款
補

正
前

の
額

補
正

額
計

国
道

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
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30
,0
17

△
72

△
2,
84
8

△
1

42
,7
45 70
4

△
10
0

15
7

現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

法
人
税
割
額

滞
納
繰
越
分

現
年
課
税
分

過
年
度
分

滞
納
繰
越
分

現
年
課
税
分

現
年
課
税
分

 1
.

30
,0
17

滞
納
繰
越
分

 2
.

△
72

現
年
課
税
分

 1
.

△
2,
84
8

滞
納
繰
越
分

 2
.

△
1

現
年
課
税
分

 1
.

43
,4
49

滞
納
繰
越
分

 2
.

△
10
0

現
年
課
税
分

 1
.

15
7

82
4,
82
6

68
,4
04

89
3
,2
30

39
0,
42
8

27
,0
96

41
7
,5
24

35
4,
90
1

29
,9
45

38
4
,8
46

35
,5
27

2,
84
9

△
32
,6
78

37
2,
28
7

43
,3
49

41
5
,6
36

36
3,
75
4

43
,3
49

40
7
,1
03

21
,8
68

1,
09
7

△
20
,7
71

19
,8
78

15
7

20
,0
35

個
人

目
 1
.

法
人

目
 2
.

固
定
資
産
税

目
 1
.

種
別
割

目
 1
.

項
 1
.
町
民
税

項
 2
.
固
定
資
産
税

項
 3
.
軽
自
動
車
税

町
税

款
 1
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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△
1,
25
4

78
1

△
1,
72
5

2,
18
2

△
2,
66
9

現
年
課
税
分

現
年
課
税
分

現
年
課
税
分

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金

道
営
農
業
農
村
整
備
事
業
分
担
金

現
年
課
税
分

 1
.

△
1,
25
4

現
年
課
税
分

 1
.

78
1

現
年
課
税
分

 1
.

△
1,
72
5

国
有
提
供
施
設
等
所
在

市
町
村
助
成
交
付
金

 1
.

2,
18
2

農
業
費
分
担
金

 1
.

△
2,
66
9

1,
99
0

1,
25
4

△
73
6

36
,6
04

78
1

37
,3
85

36
,6
04

78
1

37
,3
85

3,
63
9

1,
72
5

△
1
,9
14

3,
63
9

1,
72
5

△
1
,9
14

6,
50
0

2,
18
2

8
,6
82

6,
50
0

2,
18
2

8
,6
82

6,
50
0

2,
18
2

8
,6
82

15
,8
25

2,
66
9

△
13
,1
56

9,
36
2

2,
66
9

△
6
,6
93

9,
36
2

2,
66
9

△
6
,6
93

62
9,
12
0

9,
36
2

△
61
9
,7
58

環
境
性
能
割

目
 2
.

市
町
村
た
ば
こ
税

目
 1
.

入
湯
税

目
 1
.

国
有
提
供
施
設
等
所

在
市
町
村
助
成
交
付

金

目
 1
.

農
林
費
分
担
金

目
 1
.

項
 4
.
市
町
村
た
ば
こ
税

項
 5
.
入
湯
税

項
 1
.
国
有
提
供
施
設
等
所
在

市
町
村
助
成
交
付
金

項
 1
.
分
担
金

国
有
提
供
施
設
等
所
在

市
町
村
助
成
交
付
金

款
 8
.

分
担
金
及
び
負
担

金
款
12
.

使
用
料
及
び
手
数

料
款
13
.
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△
11
,1
51

7,
82
5

40
6

△
4,
06
3

△
3,
21
3

△
77 61 85
0

牧
場
使
用
料

バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
使
用
料

美
蔓
地
区
畑
か
ん
用
水
施
設
使
用
料

然
別
湖
遊
漁
使
用
料

青
少
年
会
館
（
鹿
追
高
校
寄
宿
舎
）
使
用
料

町
民
ホ
ー
ル
使
用
料

地
籍
図
交
付
手
数
料

一
般
廃
棄
物
処
理
手
数
料
（
直
接
搬
入
分
）

農
業
使
用
料

 1
.

△
2,
92
0

商
工
使
用
料

 1
.

△
4,
06
3

教
育
総
務
使
用
料

 1
.

△
3,
21
3

社
会
教
育
使
用
料

 2
.

△
77

徴
税
手
数
料

 1
.

61

清
掃
手
数
料

 2
.

85
0

61
0,
23
7

10
,2
73

△
59
9
,9
64

52
6,
37
3

2,
92
0

△
52
3
,4
53

5,
30
7

4,
06
3

△
1
,2
44

15
,7
18

3,
29
0

△
12
,4
28

6,
88
3

91
1

7
,7
94

2,
09
1

61
2
,1
52

4,
48
2

85
0

5
,3
32

1,
40
7,
65
1

57
,6
29

1,
46
5
,2
80

農
林
使
用
料

目
 4
.

商
工
使
用
料

目
 5
.

教
育
使
用
料

目
 7
.

総
務
手
数
料

目
 1
.

衛
生
手
数
料

目
 2
.

項
 1
.
使
用
料

項
 2
.
手
数
料

国
庫
支
出
金

款
14
.

(単
位
：
千
円
)

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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67
5

△
1,
29
6 20

△
2,
58
1

△
50
0

36
,5
47 77
6

△
59
3

十
勝
ア
ウ
ト
ド
ア
Ｄ
Ｍ
Ｏ
事
業

令
和
団
地
公
営
住
宅
建
設
事
業
(△
51
5)

住
生
活
基
本
計
画
策
定
事
業
(△
78
)

新
型
ｺﾛ
ﾅｳ
ｲﾙ
ｽ感
染
症
対
策
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
(3
9,
61
1)

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
事
業
外
補
助
金
(△
3,
06
4)

障
害
者
医
療
費
負
担
金

障
害
者
自
立
支
援
給
付
費
等
負
担
金

介
護
保
険
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
負
担
金

児
童
手
当
負
担
金

地
方
創
生
推
進
交
付
金

総
務
管
理
費
補
助
金

障
害
者
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

社
会
福
祉
費
負
担

金
 1
.

△
60
1

児
童
福
祉
費
負
担

金
 2
.

△
2,
58
1

総
務
管
理
費
補
助

金
 1
.

36
,0
47

社
会
福
祉
費
補
助

金
 1
.

77
6

住
宅
費
補
助
金

 2
.

△
59
3

15
7,
76
8

3,
18
2

△
15
4
,5
86

15
6,
68
8

3,
18
2

△
15
3
,5
06

1,
18
2,
44
5

60
,7
23

1,
24
3
,1
68

94
0,
37
5

36
,0
47

97
6
,4
22

9,
38
7

77
6

10
,1
63

10
1,
61
0

59
3

△
10
1
,0
17

民
生
費
国
庫
負
担

金
目
 1
.

総
務
費
国
庫
補
助

金
目
 1
.

民
生
費
国
庫
補
助

金
目
 2
.

土
木
費
国
庫
補
助

金
目
 4
.

国
庫
負
担
金

項
 1
.

項
 2
.
国
庫
補
助
金
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△
13
1

1,
67
9

1,
91
0

△
89 81
0

1,
00
7

△
48

19
,3
55

学
校
保
健
特
別
対
策
事
業
費
補
助
金

学
校
保
健
特
別
対
策
事
業
費
補
助
金

学
童
保
育
所
整
備
事
業

公
立
学
校
情
報
機
器
整
備
費
補
助
金
(2
8)

公
立
学
校
情
報
通
信
ﾈｯ
ﾄﾜー
ｸ環
境
施
設
整
備
費
補
助
金
(△
15
6)

学
校
保
健
特
別
対
策
事
業
費
補
助
金
(8
0)

防
音
事
業
関
連
維
持
費
補
助
金

学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金

小
学
校
費
補
助
金

防
音
事
業
関
連
維
持
費
補
助
金

中
学
校
費
補
助
金

子
ど
も
子
育
て
支
援
整
備
交
付
金

教
育
総
務
費
補
助
金

本
目
新
設

農
山
漁
村
６
次
産
業
化
対
策
事
業
補
助
金

小
学
校
費
補
助
金

 1
.

3,
45
8

中
学
校
費
補
助
金

 2
.

72
1

社
会
教
育
費
補
助

金
 3
.

1,
00
7

教
育
総
務
費
補
助

金
 4
.

△
48

農
業
費
補
助
金

 1
.

19
,3
55

85
,8
58

5,
13
8

90
,9
96

0
19
,3
55

19
,3
55

67
,4
38

88
67
,5
26

教
育
費
国
庫
補
助

金
目
 5
.

農
林
費
国
庫
補
助

金
目
 6
.

項
 3
.
委
託
金

(単
位
：
千
円
)

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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88 33
7

△
23
1 60

△
68
8

△
2

13
5

52
9

△
1,
00
0

神
田
日
勝
顕
彰
映
像
制
作
事
業

協
力
連
携
事
務
委
託
金

障
害
者
医
療
費
負
担
金

障
害
者
自
立
支
援
給
付
費
等
負
担
金

介
護
保
険
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
負
担
金

児
童
手
当
負
担
金

土
地
利
用
規
制
等
対
策
事
業
市
町
村
交
付
金

地
域
づ
く
り
総
合
交
付
金

地
域
生
活
支
援
事
業
補
助
金

乳
幼
児
等
医
療
費
助
成
事
業
補
助
金

戸
籍
住
民
登
録
費

委
託
金

 2
.

88

社
会
福
祉
費
負
担

金
 1
.

16
6

児
童
福
祉
費
負
担

金
 2
.

△
68
8

総
務
管
理
費
補
助

金
 1
.

13
3

社
会
福
祉
費
補
助

金
 1
.

52
9

児
童
福
祉
費
補
助

金
 2
.

△
1,
00
0

1,
35
2

88
1
,4
40

35
1,
08
7

15
,9
78

36
7
,0
65

94
,3
46

52
2

△
93
,8
24

93
,8
80

52
2

△
93
,3
58

24
1,
44
8

17
,4
28

25
8
,8
76

15
,6
19

13
3

15
,7
52

21
,6
98

47
1

△
21
,2
27

総
務
費
委
託
金

目
 1
.

民
生
費
道
負
担
金

目
 1
.

総
務
費
道
補
助
金

目
 1
.

民
生
費
道
補
助
金

目
 2
.

項
 1
.
道
負
担
金

項
 2
.
道
補
助
金

道
支
出
金

款
15
.
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3,
00
0

△
2,
10
9

△
60
0

△
28

△
28
0

19
,1
90

△
1,
41
3

△
10
4

△
11
9

△
23 25
2

学
童
保
育
所
整
備
事
業

農
業
委
員
会
活
動
促
進
事
業
補
助
金

環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
援
対
策
交
付
金

農
業
経
営
高
度
化
支
援
事
業
補
助
金

多
面
的
機
能
支
払
交
付
金

農
業
競
争
力
基
盤
強
化
特
別
対
策
事
業
補
助
金

畑
作
構
造
転
換
事
業
補
助
金

未
来
に
つ
な
ぐ
森
づ
く
り
推
進
事
業
補
助
金

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
補
助
金

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
補
助
金

学
校
・
家
庭
・
地
域
連
携
協
力
推
進
事
業
費
補
助
金

社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
補
助
金

農
業
費
補
助
金

 1
.

19
,1
73

林
業
費
補
助
金

 2
.

△
1,
41
3

小
学
校
費
補
助
金

 1
.

△
10
4

中
学
校
費
補
助
金

 2
.

△
11
9

社
会
教
育
費
補
助

金
 3
.

22
9

18
7,
41
5

17
,7
60

20
5
,1
75

10
,4
37

6
10
,4
43

15
,2
93

92
8

△
14
,3
65

13
,1
37

40
△

13
,0
97

農
林
費
道
補
助
金

目
 4
.

教
育
費
道
補
助
金

目
 6
.

総
務
費
委
託
金

目
 1
.

項
 3
.
委
託
金

(単
位
：
千
円
)

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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△
88
8

△
46

△
50

△
14 12 27 15 16 11 5 5 9

△
40

各
種
統
計
調
査
委
託
金

道
営
農
業
農
村
整
備
事
業
監
督
等
補
助
業
務
委
託
金

財
政
調
整
基
金
利
子

減
債
基
金
利
子

町
づ
く
り
基
金
利
子

地
域
福
祉
基
金
利
子

農
業
振
興
基
金
利
子

酪
農
振
興
基
金
利
子

商
工
業
振
興
基
金
利
子

修
学
基
金
利
子

文
化
振
興
基
金
利
子

青
少
年
人
材
育
成
事
業
基
金
利
子

福
原
治
平
青
少
年
育
成
事
業
基
金
利
子

統
計
調
査
費
委
託

金
 4
.

△
40

農
業
費
委
託
金

 1
.

△
88
8

利
子
及
び
配
当
金

 1
.

19
0

1,
90
0

88
8

△
1
,0
12

73
,2
04

3,
07
2

76
,2
76

54
,6
84

19
0

54
,8
74

28
1

19
0

47
1

農
林
費
委
託
金

目
 2
.

利
子
及
び
配
当
金

目
 2
.

項
 1
.
財
産
運
用
収
入

財
産
収
入

款
16
.
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1 7

19
4

△
4 1 1

△
1,
11
7

3,
38
9

59
6 14

図
書
館
図
書
整
備
基
金
利
子

ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
金
利
子

環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
基
金
利
子

鹿
追
町
ふ
る
さ
と
寄
附
金
基
金
利
子

鹿
追
高
等
学
校
支
援
基
金
利
子

林
業
振
興
基
金
利
子

素
材
売
払
収
入

町
有
地
売
払
収
入

神
田
日
勝
記
念
美
術
館
物
品
売
払
収
入

町
史
等
売
払
収
入

立
木
売
払
収
入

 1
.

△
1,
11
7

土
地
売
払
収
入

 2
.

3,
38
9

物
品
売
払
収
入

 1
.

61
0

18
,5
20

2,
88
2

21
,4
02

7,
93
4

2,
27
2

10
,2
06

10
,5
86

61
0

11
,1
96

12
3,
41
1

1,
59
9

12
5
,0
10

12
3,
41
1

1,
59
9

12
5
,0
10

1,
30
0

40
0

1
,7
00

不
動
産
売
払
収
入

目
 1
.

物
品
売
払
収
入

目
 2
.

総
務
費
寄
附
金

目
 2
.

項
 2
.
財
産
売
払
収
入

項
 1
.
寄
附
金

寄
附
金

款
17
.

(単
位
：
千
円
)

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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69
9

50
0

△
22
5,
00
0

11
2,
76
0

22
,0
00

△
13
,3
18

△
1,
41
3

40
0

総
務
管
理
費
寄
附
金

社
会
教
育
費
寄
附
金

本
目
新
設

保
健
衛
生
費
寄
附
金

減
債
基
金
繰
入
金

環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
基
金
繰
入
金

商
工
業
振
興
基
金
繰
入
金

鹿
追
町
ふ
る
さ
と
寄
附
金
基
金
繰
入
金

修
学
基
金
繰
入
金

総
務
管
理
費
寄
附

金
 1
.

40
0

社
会
教
育
費
寄
附

金
 1
.

69
9

保
健
衛
生
費
寄
附

金
 1
.

50
0

減
債
基
金
繰
入
金

 1
.

△
22
5,
00
0

環
境
保
全
セ
ン
タ

ー
基
金
繰
入
金

 1
.

11
2,
76
0

商
工
業
振
興
基
金

繰
入
金

 1
.

22
,0
00

鹿
追
町
ふ
る
さ
と
寄

附
金
基
金
繰
入
金

 1
.

△
13
,3
18

修
学
基
金
繰
入
金

 1
.

△
1,
41
3

11
69
9

71
0

0
50
0

50
0

1,
14
5,
82
6

10
2,
56
7

△
1,
04
3
,2
59

1,
14
5,
82
6

10
2,
56
7

△
1,
04
3
,2
59

57
5,
00
0

22
5,
00
0

△
35
0
,0
00

77
,0
00

11
2,
76
0

18
9
,7
60

50
,0
00

22
,0
00

72
,0
00

11
0,
82
0

13
,3
18

△
97
,5
02

29
,5
75

1,
41
3

△
28
,1
62

教
育
費
寄
附
金

目
 4
.

衛
生
費
寄
附
金

目
 6
.

減
債
基
金
繰
入
金

目
 1
.

環
境
保
全
セ
ン
タ

ー
基
金
繰
入
金

目
 3
.

商
工
業
振
興
基
金

繰
入
金

目
 5
.

鹿
追
町
ふ
る
さ
と
寄

附
金
基
金
繰
入
金

目
 6
.

修
学
基
金
繰
入
金

目
 7
.

項
 1
.
基
金
繰
入
金

繰
入
金

款
18
.
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△
96

△
50
0

3,
00
0

78
,1
86

2,
50
6

武
藤
孔
二
記
念
奨
学
基
金
繰
入
金

文
化
振
興
基
金
繰
入
金

本
目
新
設

町
営
牧
場
基
金
繰
入
金

前
年
度
繰
越
金

修
学
資
金
貸
付
金
償
還
金

武
藤
孔
二
記
念
奨

学
基
金
繰
入
金

 1
.

△
96

文
化
振
興
基
金
繰

入
金

 1
.

△
50
0

町
営
牧
場
基
金
繰

入
金

 1
.

3,
00
0

前
年
度
繰
越
金

 1
.

78
,1
86

貸
付
金
元
利
収
入

 1
.

2,
50
6

19
2

96
△

96

50
0

50
0

△
0

0
3,
00
0

3
,0
00

20
7,
07
5

78
,1
86

28
5
,2
61

20
7,
07
5

78
,1
86

28
5
,2
61

20
7,
07
5

78
,1
86

28
5
,2
61

53
5,
62
6

37
,2
49

△
49
8
,3
77

65
,9
94

2,
50
6

68
,5
00

65
,9
94

2,
50
6

68
,5
00

7,
00
4

91
5

△
6
,0
89

6,
43
1

91
5

△
5
,5
16

武
藤
孔
二
記
念
奨

学
基
金
繰
入
金

目
 8
.

文
化
振
興
基
金
繰

入
金

目
 9
.

町
営
牧
場
基
金
繰

入
金

目
12
.

繰
越
金

目
 1
.

貸
付
金
元
利
収
入

目
 1
.

農
林
費
受
託
事
業

収
入

目
 1
.

項
 1
.
繰
越
金

項
 3
.
貸
付
金
元
利
収
入

項
 4
.
受
託
事
業
収
入

繰
越
金

款
19
.

諸
収
入

款
20
.

(単
位
：
千
円
)

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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△
1,
41
5

△
45
4

1,
32
8

30
6

12
0

△
38
,1
51

1,
08
6

△
14
8

1,
40
0

△
56
2

△
3,
76
5

50
0

水
利
施
設
整
備
事
業
受
託
事
業
収
入
外

地
域
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
支
援
事
業

美
蔓
地
区
畑
地
か
ん
が
い
施
設
維
持
管
理
協
議
会
事
務
手
数
料

農
林
費
受
託
事
業
収
入

北
海
道
市
町
村
振
興
協
会
交
付
金

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
費

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
費

農
業
者
年
金
基
金
業
務
委
託
手
数
料

中
鹿
追
バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
売
電
収
入

瓜
幕
バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
売
電
収
入

ピ
ュ
ア
モ
ル
ト
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
短
期
滞
在
者
シ
ー
ツ
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
料

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
費
収
入

支
援
計
画
作
成
費

そ
の
他
雑
入

農
業
費
受
託
事
業

収
入

 1
.

△
91
5

雑
入

 1
.

△
38
,8
40

46
2,
31
8

38
,8
40

△
42
3
,4
78

46
2,
31
8

38
,8
40

△
42
3
,4
78

60
4,
06
9

4,
50
0

△
59
9
,5
69

雑
入

目
 1
.

項
 5
.
雑
入

町
債

款
21
.
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△
10
,9
00

4,
20
0

△
11
,0
00

2,
50
0

△
30
0

13
,6
00

△
4,
40
0

ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
事
業
(△
90
0)

高
度
無
線
環
境
整
備
推
進
事
業
(△
10
,0
00
)

上
幌
内
地
区
草
地
畜
産
基
盤
整
備
事
業
(△
50
0)

北
瓜
幕
地
区
担
い
手
畑
総
事
業
(△
3,
60
0)

東
瓜
幕
地
区
担
い
手
畑
総
事
業
(1
6,
10
0)

瓜
幕
地
区
水
利
施
設
整
備
事
業
(1
,6
00
)

総
務
管
理
債

定
住
促
進
住
宅
建
設
・
民
間
賃
貸
住
宅
家
賃
助
成
事
業

地
方
バ
ス
路
線
維
持
補
助
事
業

子
ど
も
医
療
費
助
成
事
業

健
康
診
断
に
よ
る
予
防
事
業

農
業
債
（
道
営
）

観
光
振
興
事
業

総
務
管
理
債

 1
.

△
17
,7
00

児
童
福
祉
債

 1
.

2,
50
0

保
健
衛
生
債

 1
.

△
30
0

農
業
債

 1
.

13
,6
00

商
工
債

 1
.

△
4,
40
0

60
4,
06
9

4,
50
0

△
59
9
,5
69

23
3,
90
0

17
,7
00

△
21
6
,2
00

12
,0
00

2,
50
0

14
,5
00

14
,3
00

30
0

△
14
,0
00

16
,9
00

13
,6
00

30
,5
00

7,
00
0

4,
40
0

△
2
,6
00

総
務
債

目
 1
.

民
生
債

目
 2
.

衛
生
債

目
 3
.

農
林
債

目
 4
.

商
工
債

目
 5
.

項
 1
.
町
債

(単
位
：
千
円
)

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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1,
70
0

△
20
0

3,
00
0

10
0

△
2,
80
0

小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
整
備
事
業

学
童
保
育
所
整
備
事
業

鹿
追
小
学
校
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
改
修
事
業

消
防
債

鹿
追
高
等
学
校
通
学
支
援
事
業

鹿
追
高
等
学
校
女
子
寮
管
理
事
業

社
会
教
育
債

小
学
校
債

消
防
債

 1
.

1,
70
0

教
育
総
務
債

 1
.

2,
80
0

社
会
教
育
債

 2
.

10
0

小
学
校
債

 3
.

△
2,
80
0

57
,7
00

1,
70
0

59
,4
00

12
3,
10
0

10
0

12
3
,2
00

消
防
債

目
 7
.

教
育
債

目
 8
.

-87-



第
三
者
審
議
会
委
員
報
酬

費
用
弁
償

普
通
旅
費

交
際
費

食
糧
費

有
料
駐
車
場
使
用
料

会
議
・
研
修
会
参
加
負
担
金

一
般
職
給

会
計
年
度
任
用
職
員
給

職
員
諸
手
当

△
14
8

△
90
0

△
11
6

△
26
0

△
10
0

△
1
0

△
1
0

△
5,
00
0

△
50
0

△
5,
00
0

 1
.
報
酬

 8
.
旅
費

 9
.
交
際
費

10
.
需
用
費

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 2
.
給
料

 3
.
職
員
手
当
等

△ △ △ △ △ △ △ △

14
8

1,
01
6

26
0

10
0 10 10

5,
50
0

5,
00
0

1,
54
4

△

1,
54
4

△

1,
54
4

△

15
,1
43

17
,7
00

3,
43
2

31
,7
44

△
△

15
,0
95

17
,7
00

3,
43
2

32
,0
41

△
△

2
,0
00

3,
87
2

20
,9
72

△

53
,6
56

1,
54
4

52
,1
12

△

53
,6
56

1,
54
4

52
,1
12

△

53
,6
56

1,
54
4

52
,1
12

△

3,
09
1,
91
9

30
,8
69

3,
06
1,
05
0

△

3,
06
9,
39
5

31
,2
14

3,
03
8,
18
1

△

1,
61
6,
00
1

15
,1
00

1,
60
0,
90
1

△

議
会
費

目
 1
.

一
般
管
理
費

目
 1
.

議
会
費

項
 1
.

総
務
管
理
費

項
 1
.

議
会
費

款
 1
.

総
務
費

款
 2
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

-88-



共
済
組
合
負
担
金
（
市
町
村
職
員

共
済
）

退
職
手
当
組
合
負
担
金

普
通
旅
費

郵
便
料
・
運
送
料

電
算
関
係
保
守
等
委
託
料

自
動
車
・
機
械
等
借
上
料

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

講
師
等
謝
礼

普
通
旅
費

消
耗
品
費

食
糧
費

チ
ラ
シ
折
込
料

行
政
区
補
助
金

鹿
追
町
地
域
の
つ
な
が
り
活
動
助

成
金

う
り
ま
く
夢
創
造
館
運
営
委
員
会

活
動
補
助
金

△
2,
20
0

△
2,
00
0

△
1,
00
0

30
0

80
0

△
50
0

△
1

△
28
1

△
4
5

△
2
0

△
4
8

△
7

△
7
3

△
3,
23
7

△
8
0

4,
20
0

 4
.
共
済
費

△

 8
.
旅
費

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

 3
.
職
員
手
当
等

 7
.
報
償
費

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

△ △ △ △ △ △ △ △ △

1,
00
0

30
0

80
0

50
0 1

28
1 45 68 7

3,
31
0 80

28
6

3,
42
6

△
△

80
△

12
,1
75

3,
71
2

8,
46
3

△

4,
33
0

80
4,
25
0

△

文
書
広
報
費

目
 2
.

支
所
費

目
 4
.
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講
師
等
謝
礼

費
用
弁
償

普
通
旅
費

食
糧
費

自
動
車
・
機
械
等
借
上
料

全
国
（
道
）
基
地
協
議
会
分
担
金

防
衛
施
設
周
辺
整
備
全
国
協
議
会

分
担
金

地
域
力
創
造
活
動
事
業
助
成
金

と
か
ち
航
空
宇
宙
産
業
基
地
誘
致

期
成
会
負
担
金

会
議
・
研
修
会
参
加
負
担
金

鹿
追
町
国
内
交
流
推
進
協
議
会
補

助
金

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

普
通
旅
費

△
11
3

△
63
7

△
1,
11
2

△
10
1

△
51
0

△
2

△
8

△
53
0

△
2
5

△
1
0

△
2,
03
5

△
14
5

△
3
6

 7
.
報
償
費

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 3
.
職
員
手
当
等

 8
.
旅
費

△ △ △ △ △ △ △

11
3

1,
74
9

10
1

51
0

2,
61
0

14
5 36

2
6,
80
0

1,
71
9

△
△

14
5

△

36
△

44
,7
82

5,
08
3

39
,6
99

△

15
,9
97

14
5

15
,8
52

△

8,
07
9

36
8,
04
3

△

企
画
振
興
費

目
 6
.

ラ
イ
デ
ィ
ン
グ

パ
ー
ク
費

目
13
.

花
と
み
ど
り
費

目
14
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

-90-



ア
ウ
ト
ド
ア
ガ
イ
ド
人
材
育
成

事
業
補
助
金

費
用
弁
償

消
耗
品
費

チ
ラ
シ
折
込
料

と
か
ち
鹿
追
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
協

議
会
活
動
補
助
金

負
担
金
補
助
及
び
交
付
金

普
通
旅
費

消
耗
品
費

職
員
諸
手
当

雇
用
保
険
料

消
耗
品
費

印
刷
製
本
費

△
13
7

△
1
0

△
7

△
70
0

△
1,
00
0

△
10
0

△
2,
00
0

△
1
5

△
1

△
6
8

△
8

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

 3
.
職
員
手
当
等

 4
.
共
済
費

10
.
需
用
費

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △

13
7 10 7

70
0

1,
00
0

10
0

2,
00
0 15 1 76

90
0

15
4

20
0

△
△

50
0

50
0

△
△

2,
10
0

△

1
,0
00

1,
00
0

△

12
,5
97

10
,0
00

5,
70
1

△
△

6,
36
3

85
4

5,
50
9

△

1,
57
0

1,
00
0

57
0

△

21
0,
45
2

2,
10
0

20
8,
35
2

△

14
,2
39

0
14
,2
39

1,
08
9,
80
7

3,
10
4
1,
08
6,
70
3

△

ジ
オ
パ
ー
ク
事

業
費

目
15
.

地
方
創
生
交
付

金
事
業
費

目
16
.

再
エ
ネ
推
進
事

業
費

目
17
.

開
町
１
０
０
年

事
業
費

目
18
.

新
型
コ
ロ
ナ
緊
急

経
済
対
策
事
業
費

目
19
.
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子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給

付
金

郵
便
料
・
運
送
料

口
座
振
替
手
数
料

負
担
金
補
助
及
び
交
付
金

鹿
追
町
中
小
企
業
事
業
資
金
特
別

利
子
等
補
給
金

鹿
追
町
緊
急
事
業
資
金
に
係
る
特

別
利
子
等
補
給
事
業
基
金
積
立
金

簡
易
水
道
特
別
会
計
繰
出
金

下
水
道
特
別
会
計
繰
出
金

北
海
道
自
治
体
情
報
シ
ス
テ
ム
協

議
会
負
担
金

北
海
道
町
村
会
負
担
金
（
電
算
関

係
）

△
3
2

△
11
7

△
69
0

△
11
4

1,
48
8

△
86
5

△
2,
68
2

72
0

8
8

11
.
役
務
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

24
.
積
立
金

27
.
繰
出
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

△ △ △

14
9

80
4

1,
48
8

3,
54
7

72
0 88

72
0

72
0

88 88 40
1

△

40
1

△

6,
86
2

72
0

7,
58
2

6,
86
2

72
0

7,
58
2

8,
42
1

88
8,
50
9

8,
42
1

88
8,
50
9

4,
09
7

39
4,
05
8

△

4,
09
7

39
4,
05
8

△

賦
課
徴
収
費

目
 1
.

戸
籍
住
民
登
録

費
目
 1
.

統
計
費

目
 1
.

徴
税
費

項
 2
.

戸
籍
住
民
登
録

費
項
 3
.

統
計
調
査
費

項
 5
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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統
計
調
査
員
報
酬

消
耗
品
費

食
糧
費

複
写
機
借
上
料

費
用
弁
償

普
通
旅
費

福
祉
灯
油
費

北
海
道
町
村
会
負
担
金
（
電
算
関

係
）

寿
勤
労
会
委
託
料

△
7

△
2
8

△
3

△
1

△
35
5

△
6
9

△
52
8

88
0

△
81
5

7
 1
.
報
酬

△

10
.
需
用
費

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

 8
.
旅
費

19
.
扶
助
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

12
.
委
託
料

△ △ △ △ △

31

1

42
4

52
8

88
0

81
5

42
4

△

42
4

△

3
,3
99

2,
50
0

82
7

2,
00
6

△
△

△

13
0

2,
50
0

82
7

8,
66
7

△
△

52
8

△

79
0

56
2

65
2

△

1
,0
00

2,
50
0

1,
50
0

△
△

1,
94
7

△

2,
91
7

42
4

2,
49
3

△

2,
91
7

42
4

2,
49
3

△

67
0,
48
4

3,
73
2

66
6,
75
2

△

51
9,
39
1

10
,2
10

52
9,
60
1

89
,4
20

52
8

88
,8
92

△

18
5,
89
5

88
0

18
6,
77
5

40
,2
11

0
40
,2
11

23
,3
13

1,
94
7

21
,3
66

△

監
査
委
員
費

目
 1
.

社
会
福
祉
総
務

費
目
 1
.

心
身
障
が
い
者

特
別
対
策
費

目
 2
.

北
海
道
医
療
給

付
事
業
費

目
 3
.

老
人
福
祉
費

目
 4
.

監
査
委
員
費

項
 6
.

社
会
福
祉
費

項
 1
.

民
生
費

款
 3
.
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老
人
福
祉
施
設
入
所
者
措
置
費

普
通
旅
費

電
話
架
設
料

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
委

託
料

生
活
管
理
指
導
員
派
遣
委
託
料

生
活
管
理
指
導
短
期
宿
泊
委
託
料

軽
度
生
活
援
助
委
託
料

介
護
保
険
利
用
者
負
担
単
独
軽
減

助
成
金

介
護
保
険
特
別
会
計
繰
出
金

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
繰
出

金 会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
旅
費

△
1,
13
2

△
15
7

2
8

△
27
7

△
29
4

△
6
8

△
11
1

△
1,
00
0

1
3,
72
0

△
3
6

△
30
2

1
3

19
.
扶
助
費

 8
.
旅
費

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

27
.
繰
出
金

27
.
繰
出
金

 1
.
報
酬

 8
.
旅
費

△ △ △ △ △ △

1,
13
2

15
7 28 75
0

1,
00
0

13
,7
20 36 30
2 13

80
26
5

12
,0
26

△

36
△

3
,2
69

10
,6
73

△
△

47
8

△

11
3,
49
7

11
,8
41

12
5,
33
8

64
,1
55

36
64
,1
19

△

15
0,
89
3

13
,9
42

13
6,
95
1

△

6,
24
1

47
8

5,
76
3

△

在
宅
福
祉
費

目
 6
.

後
期
高
齢
者
医

療
費

目
 7
.

児
童
福
祉
施
設

費
目
 1
.

児
童
福
祉
費

項
 2
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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修
繕
料

賄
財
料
費

保
育
所
児
童
健
康
診
断
委
託
料

保
育
士
腰
痛
検
査
委
託
料

電
気
機
器
購
入
費

児
童
手
当

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

賄
財
料
費

車
検
代
行
等
手
数
料

自
賠
責
保
険
料

そ
の
他
保
険
料

保
育
士
腰
痛
検
査
委
託
料

園
児
童
健
康
診
断
委
託
料

物
品
借
上
料

17
0

△
33
8

△
2
0

△
7
6

7
5

△
3,
47
5

△
5,
46
6

△
2,
89
3

△
1,
50
0

△
3

△
2
2

△
2
0

△
2
0

△
8
7

△
4
4

16
8

10
.
需
用
費

△

12
.
委
託
料

17
.
備
品
購
入
費

19
.
扶
助
費

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

△ △ △ △ △ △ △ △

96 75

3,
47
5

5,
46
6

2,
89
3

1,
50
0 45 10
7 44

3
,2
69

20
6

△
△

9,
98
9

△

74
,4
72

3,
47
5

70
,9
97

△

70
,1
80

9,
98
9

60
,1
91

△

児
童
措
置
費

目
 2
.

こ
ど
も
園
費

目
 3
.
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十
勝
管
内
保
育
所
協
議
会
年
会
費

返
還
金

自
動
車
重
量
税

町
立
病
院
運
営
費
補
助
金

町
立
病
院
備
品
購
入
費
補
助
金

町
立
病
院
出
資
金

記
念
品
費

健
診
（
検
診
）
委
託
料

妊
婦
一
般
健
康
診
査
委
託
料

保
健
推
進
員
協
議
会
助
成
金

妊
婦
一
般
健
康
診
査
等
受
診
費

△
3

7
6

△
7

2
9,
32
2

50
0

△
4
3,
05
1

△
3,
70
0

△
15
6

△
1,
40
0

△
16
4

△
2,
20
0

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

22
.
償
還
金
利
子
及

び
割
引
料

26
.
公
課
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

23
.
投
資
及
び
出
資

金

 7
.
報
償
費

12
.
委
託
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

19
.
扶
助
費

△ △ △ △ △ △ △

3 76 7

29
,8
22

43
,0
51

3,
70
0

1,
55
6

16
4

2,
20
0

30
0

7,
65
0

13
,5
92

△
△

△

30
0

8,
50
0

13
,2
29

△
△

△

50
0

13
,7
29

△

30
0

30
0

△

2,
00
0

5,
62
0

△
△

47
7,
67
5

21
,5
42

45
6,
13
3

△

41
9,
98
3

22
,0
29

39
7,
95
4

△

29
3,
85
5

13
,2
29

28
0,
62
6

△

25
,9
71

0
25
,9
71

24
,4
14

7,
62
0

16
,7
94

△

保
健
衛
生
総
務

費
目
 1
.

予
防
費

目
 2
.

保
健
指
導
費

目
 3
.

保
健
衛
生
費

項
 1
.

衛
生
費

款
 4
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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燃
料
費

収
入
証
紙
取
扱
委
託
料

し
尿
等
収
集
運
搬
委
託
料

十
勝
環
境
複
合
事
務
組
合
負
担
金

費
用
弁
償

普
通
旅
費

消
耗
品
費

食
糧
費

西
部
地
区
農
業
委
員
会
連
絡
協
議

会
負
担
金

十
勝
農
業
委
員
会
連
合
会
負
担
金

△
1,
18
0

2
3

28
6

17
8

△
38
0

△
6
0

△
1
2

△
7
4

△
10
4

△
1
0

10
.
需
用
費

12
.
委
託
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

△ △ △ △

1,
18
0

30
9

17
8

44
0 86 11
4

1,
18
0

△

7,
00
0

7,
00
0

△

85
0

36
3

△

85
0

36
3

△

35
,4
27

13
,6
00

53
,2
43

38
,4
03

36
,8
40

13
,6
00

53
,5
78

38
,6
18

2
,2
00

12
0

2,
96
0

△

21
,2
01

1,
18
0

20
,0
21

△

46
,4
05

0
46
,4
05

57
,6
92

48
7

58
,1
79

57
,6
92

48
7

58
,1
79

1,
28
3,
21
0

14
0,
67
3
1,
42
3,
88
3

1,
26
2,
86
1

14
2,
63
6
1,
40
5,
49
7

8,
50
1

64
0

7,
86
1

△

ト
リ
ム
セ
ン
タ

ー
費

目
 4
.

環
境
衛
生
費

目
 5
.

清
掃
総
務
費

目
 1
.

農
業
委
員
会
費

目
 1
.

清
掃
費

項
 2
.

農
業
費

項
 1
.

農
林
費

款
 5
.
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環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
用
ト
ラ
ク
タ

ー
・
ス
ラ
リ
ー
タ
ン
カ
ー
購
入
費

普
通
旅
費

環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
援
対
策

事
業
補
助
金

畑
作
構
造
転
換
事
業
補
助
金

町
営
牧
場
指
定
管
理
委
託
料

自
衛
防
疫
事
業
補
助
金

町
営
牧
場
運
営
負
担
金

普
通
旅
費

食
糧
費

農
林
水
産
機
器
購
入
費

瓜
幕
バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
利
用

者
助
成
金

鹿
追
町
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
会

補
助
金

△
3
2

△
2,
81
1

1
9,
19
0

△
1
1,
15
1

1,
77
9

2
1,
91
0

△
20
6

△
1
0

8
4,
38
1

1,
56
7

△
5
0

 8
.
旅
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

12
.
委
託
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

17
.
備
品
購
入
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

△ △ △ △

32

16
,3
79

11
,1
51

23
,6
89 20
6 10

84
,3
81

1,
51
7

17
,0
81

73
4

△

8,
15
1

20
,6
89

△

19
,3
55

66
,5
93

26
6

△

1,
41
5

13
7

△
△

10
0,
98
9

16
,3
47

11
7,
33
6

36
6,
44
9

12
,5
38

37
8,
98
7

36
2,
49
5

85
,6
82

44
8,
17
7

23
5,
13
2

1,
55
2

23
3,
58
0

△

農
業
振
興
費

目
 2
.

畜
産
業
費

目
 4
.

環
境
保
全
セ
ン

タ
ー
費

目
 5
.

農
業
用
水
事
業

費
目
 7
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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畑
か
ん
用
水
移
設
工
事
外

水
道
メ
ー
タ
ー
購
入
費

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

会
計
年
度
任
用
職
員
旅
費

普
通
旅
費

単
独
事
業

計
測
機
器
購
入
費

簡
易
水
道
特
別
会
計
繰
出
金

下
水
道
特
別
会
計
繰
出
金

普
通
旅
費

そ
の
他
点
検
・
清
掃
・
検
査
等
料

土
地
借
上
料

北
海
道
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合

会
負
担
金

多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
事
業
交

付
金

道
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金

△
42
2

△
1
4

△
2
1

△
1
8

△
2,
21
9

△
14
3

32
7

95
8

△
30
5

△
6

△
2
2

△
8
4

△
3
6

3
1,
71
4

42
2

 1
.
報
酬

△

 3
.
職
員
手
当
等

 8
.
旅
費

14
.
工
事
請
負
費

17
.
備
品
購
入
費

27
.
繰
出
金

 8
.
旅
費

11
.
役
務
費

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

△ △ △ △ △ △ △

14 39

2,
21
9

14
3

1,
28
5

30
5 6 22

31
,5
94

1
,7
96

13
,6
00

3,
56
9

23
,0
26

△
△

17
6,
58
8

31
,2
61

20
7,
84
9

土
地
改
良
事
業

費
目
 8
.
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上
幌
内
地
区
草
地
畜
産
基
盤
整
備
事
業
(
△
1

,0
00
)

北
瓜
幕
地
区
担
い
手
畑
総
事
業
(
△
1
3
,
7
7
0
)

東
瓜
幕
地
区
担
い
手
畑
総
事
業
(
4
4
,0
1
3

) 瓜
幕
地
区
水
利
施
設
整
備
事
業
(
2
,
47
1
)

普
通
旅
費

食
糧
費

産
業
後
継
者
対
策
協
議
会
負
担
金

有
害
鳥
獣
駆
除
報
償
費

未
来
に
つ
な
ぐ
森
づ
く
り
推
進
事

業
補
助
金

講
師
等
謝
礼

普
通
旅
費

郵
便
料
・
運
送
料

△
13
8

△
6
1

△
80
1

31
4

△
2,
27
7

△
5
8

△
3
4

△
3
7

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 7
.
報
償
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 7
.
報
償
費

 8
.
旅
費

11
.
役
務
費

△ △ △ △ △ △ △

13
8 61 80
1

31
4

2,
27
7 58 34 37

1,
00
0

△

1
,4
13

33
5

21
5

△
△

△

1
,4
13

33
5

21
5

△
△

△

7
,4
00

4,
40
0

17
,7
35

3,
45
5

△
△

7
,4
00

4,
40
0

17
,7
35

3,
45
5

△
△

3
,6
00

22
,0
16

1,
93
6

△
△

3,
26
2

1,
00
0

2,
26
2

△

20
,3
49

1,
96
3

18
,3
86

△

20
,3
49

1,
96
3

18
,3
86

△

21
3,
01
8

9,
39
0

22
2,
40
8

21
3,
01
8

9,
39
0

22
2,
40
8

95
,8
80

16
,4
80

11
2,
36
0

産
業
後
継
者
対

策
費

目
 9
.

林
業
振
興
費

目
 1
.

商
工
業
振
興
費

目
 1
.

林
業
費

項
 2
.

商
工
費

項
 1
.

商
工
費

款
 6
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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生
活
応
援
商
品
券
事
業
補
助
金

家
族
団
ら
ん
ク
ー
ポ
ン
券
事
業

委
託
料

鹿
追
町
企
業
活
性
化
推
進
助
成
金

負
担
金
補
助
及
び
交
付
金

鹿
追
町
店
舗
等
修
繕
補
助
金

自
然
公
園
施
設
運
営
協
議
会
委
員

報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

費
用
弁
償

普
通
旅
費

電
話
料
（
移
動
・
携
帯
電
話
）

そ
の
他
役
務
費

公
共
施
設
浄
化
槽
管
理
委
託
料

そ
の
他
委
託
料

土
地
借
上
料

補
修
用
原
材
料
費

2
2,
00
0

△
4,
39
1

△
1,
00
0

△
5
9

△
3
4

△
4
0

△
1
5

△
3
6

△
7

△
19
8

△
2

△
14
9

△
1
3

△
9

16
,6
09

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

 8
.
旅
費

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

15
.
原
材
料
費

△ △ △ △ △ △ △

93 40 51 20
5

15
1 13 9

3
,8
00

4,
40
0

21
8

3,
58
6

△
△

△
93
,9
47

4,
83
2

89
,1
15

△
観
光
費

目
 2
.
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自
転
車
を
活
用
し
た
町
づ
く
り

活
動
補
助
金

観
光
協
会
活
動
補
助
金

白
蛇
姫
舞
保
存
会
活
動
補
助
金

そ
の
他
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金

然
別
湖
特
別
解
禁
委
託
料

そ
の
他
報
償
費

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

修
繕
料

町
道
除
雪
委
託
料

単
独
事
業

△
3,
50
0

△
27
0

△
50
0

△
1,
75
8

△
50
0

△
2,
29
0

△
40
0

2,
20
0

3
0,
40
0

△
2
6

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

12
.
委
託
料

 7
.
報
償
費

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

10
.
需
用
費

12
.
委
託
料

14
.
工
事
請
負
費

△ △ △ △ △ △

4,
27
0

1,
75
8

50
0

2,
29
0

40
0

2,
20
0

30
,4
00 26

4,
06
3

2,
30
5

△

50
0

△

22
,9
07

4,
73
7

23
,5
00

6,
38
4

29
,8
84

17
,4
16

1,
75
8

15
,6
58

△

4,
83
5

50
0

4,
33
5

△

41
4,
15
3

27
,6
44

44
1,
79
7

24
6,
25
1

29
,8
84

27
6,
13
5

72
,1
20

29
,8
84

10
2,
00
4

魚
族
資
源
保
護

対
策
費

目
 4
.

労
働
諸
費

目
 5
.

道
路
維
持
費

目
 1
.

道
路
橋
り
ょ
う

費
項
 1
.

土
木
費

款
 7
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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町
道
区
画
線
補
修
工
事

鹿
追
展
望
の
丘
公
園
整
備
工
事

特
殊
建
築
物
定
期
報
告
業
務
委

託
料

令
和
団
地
公
営
住
宅
建
設
工
事
(
△
1,
1
4

4
)
白
樺
団
地
公
営
住
宅
解
体
工
事
(
△
36
3
)

自
動
車
・
機
械
等
借
上
料

単
独
事
業

普
通
旅
費

調
査
・
設
計
・
監
理
委
託
料

住
生
活
基
本
計
画
策
定
外
委
託
料

補
助
事
業

△
35
4

△
5
1

△
8
4

△
7
1

△
17
3

△
1,
50
7

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

14
.
工
事
請
負
費

 8
.
旅
費

12
.
委
託
料

14
.
工
事
請
負
費

△ △ △ △ △

35
4 51 84 24
4

1,
50
7

23
,5
00

23
,5
00

△

35
4

△

35
4

△

51
△

51
△

59
3

1,
24
2

△
△

59
3

1,
24
2

△
△

17
4,
13
1

0
17
4,
13
1

67
,9
38

35
4

67
,5
84

△

67
,9
38

35
4

67
,5
84

△

28
,9
87

51
28
,9
36

△

28
,9
87

51
28
,9
36

△

70
,9
77

1,
83
5

69
,1
42

△

53
,8
10

1,
83
5

51
,9
75

△

道
路
新
設
改
良

費
目
 2
.

河
川
費

目
 1
.

公
園
緑
地
費

目
 1
.

住
宅
建
設
費

目
 2
.

河
川
費

項
 2
.

都
市
計
画
費

項
 3
.

住
宅
費

項
 4
.
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消
防
団
活
動
備
品
購
入
費
外

費
用
弁
償

交
際
費

そ
の
他
備
品
購
入
費

消
防
理
事
会
負
担
金

消
防
互
助
金
助
成
金

上
級
幹
部
研
修
会
負
担
金

北
ブ
ロ
ッ
ク
団
長
署
長
会
議
負
担

金 費
用
弁
償

△
1,
06
0

△
4
0

△
1
1

△
6

△
5
6

△
6

△
5

△
73
9

 8
.
旅
費

 9
.
交
際
費

17
.
備
品
購
入
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 8
.
旅
費

△ △ △ △ △

1,
06
0 40 11 73 73
9

1,
70
0

2,
88
4

△

1,
70
0

2,
88
4

△

1,
70
0

1,
70
0

△

1,
18
4

△

10
,9
29

10
0

9,
03
8

20
,6
33

△
△

2
,9
39

2,
80
0

4,
72
2

11
,6
08

△
△

1,
00
3

△

25
2,
53
4

1,
18
4

25
1,
35
0

△

25
2,
53
4

1,
18
4

25
1,
35
0

△

23
9,
83
9

0
23
9,
83
9

12
,6
95

1,
18
4

11
,5
11

△

73
3,
88
2

18
,6
42

71
5,
24
0

△

24
7,
21
5

10
,5
91

23
6,
62
4

△

3,
04
3

1,
00
3

2,
04
0

△

常
備
消
防
費

目
 1
.

非
常
備
消
防
費

目
 2
.

教
育
委
員
会
費

目
 1
.

消
防
費

項
 1
.

教
育
総
務
費

項
 1
.

消
防
費

款
 8
.

教
育
費

款
 9
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
報
償

費

交
際
費

食
糧
費

北
海
道
市
町
村
教
育
委
員
研
修
会

負
担
金

全
国
市
町
村
教
育
委
員
研
究
協
議

会
負
担
金

普
通
旅
費

食
糧
費

複
写
機
借
上
料

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

そ
の
他
報
償
費

普
通
旅
費

食
糧
費

賄
財
料
費

電
気
機
器
購
入
費

△
20
0

△
4
8

△
8

△
8

△
84
4

△
6
3

△
9
6

△
1,
50
0

△
28
8

△
23
0

△
8
7

△
5

△
69
4

△
57
0

20
0

 9
.
交
際
費

△

10
.
需
用
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

 7
.
報
償
費

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

17
.
備
品
購
入
費

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

48 16 84
4 63 96

1,
50
0

28
8

23
0 87 69
9

2,
17
0

1,
00
3

△

2
,9
39

2,
80
0

4,
72
2

9,
05
4

△
△

4,
04
2

1,
00
3

3,
03
9

△

13
6,
02
1

8,
03
7

12
7,
98
4

△

事
務
局
費

目
 2
.

教
育
振
興
費

目
 3
.
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GI
GA
ｽｸー
ﾙ構
想
各
小
中
学
校
大

型
ﾓﾆ
ﾀー
購
入
費
外

GI
GA
ｽｸー
ﾙ構
想
各
小
中
学
校
ﾀﾌ

ﾚ゙ｯ
ﾄ購
入
費
外

教
職
員
住
宅
用
物
置
購
入
費

通
信
用
機
器
購
入
費

小
中
学
校
振
興
協
議
会
補
助
金

武
藤
孔
二
記
念
奨
学
補
助
金

修
学
資
金
貸
付
金

そ
の
他
備
品
購
入
費

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

費
用
弁
償

会
計
年
度
任
用
職
員
旅
費

修
繕
料

賄
財
料
費

△
1,
60
0

△
1,
55
5

△
9
6

△
1,
41
2

△
70
8

△
95
0

△
11
0

△
1
4

△
4
2

62
0

65
0

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

20
.
貸
付
金

17
.
備
品
購
入
費

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

△ △ △ △ △ △

1,
65
1

1,
41
2

70
8

95
0

11
0 56

1,
27
0

70
8

△

10
8

4,
21
1

70
8

3,
50
3

△

59
,0
01

10
8

59
,1
09

財
産
管
理
費

目
 4
.

共
同
調
理
場
費

目
 5
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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鹿
追
小
学
校
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

改
修
工
事

学
校
給
食
配
送
委
託
料

燃
料
費

光
熱
水
費

賄
財
料
費

留
学
セ
ン
タ
ー
当
直
委
託
料

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
給

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

消
耗
品
費

修
繕
料

シ
ス
テ
ム
使
用
料

補
助
事
業

会
議
・
研
修
会
参
加
負
担
金

△
4
6

4
0

3
0

13
3

△
15
1

△
1,
15
4

△
1,
28
6

△
1,
26
2

2,
80
0

△
30
0

25
0

△
1,
34
2

25
0

46
12
.
委
託
料

△

10
.
需
用
費

12
.
委
託
料

 1
.
報
酬

 2
.
給
料

 3
.
職
員
手
当
等

10
.
需
用
費

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

14
.
工
事
請
負
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

△ △ △ △ △

20
3

15
1

1,
15
4

1,
28
6

1,
26
2

2,
50
0

25
0

1,
34
2

25
0

52

5
,3
95

2,
80
0

10
0

4,
53
9

△
△

△

5
,3
95

2,
80
0

10
0

4,
53
9

△
△

△

16
,8
97

52
16
,9
49

16
4,
73
8

2,
04
4

16
2,
69
4

△

16
4,
73
8

2,
04
4

16
2,
69
4

△

自
然
体
験
留
学

事
業
費

目
 6
.

学
校
管
理
費

目
 1
.

小
学
校
費

項
 2
.
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会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

会
計
年
度
任
用
職
員
旅
費

消
耗
品
費

シ
ス
テ
ム
使
用
料

通
学
費
補
助
金

会
議
・
研
修
会
参
加
負
担
金

就
学
援
助
費

社
会
教
育
委
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

講
師
等
謝
礼

費
用
弁
償

△
76
8

△
65
4

△
2
3

1,
40
0

10
0

△
5
6

10
0

△
50
0

△
14
2

△
7
2

△
12
4

△
7
6

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

19
.
扶
助
費

 1
.
報
酬

 7
.
報
償
費

 8
.
旅
費

△ △ △ △ △ △ △

76
8

65
4 23

1,
40
0

10
0 44 50
0

21
4

12
4

20
9

1
,4
42

1,
84
3

△

1
,4
42

1,
84
3

△

1
,1
53

10
0

4,
22
3

2,
51
3

△
△

1
,1
53

10
0

4,
49
5

80
4

△
△

49
,9
87

40
1

49
,5
86

△

49
,9
87

40
1

49
,5
86

△

21
6,
00
3

5,
48
3

21
0,
52
0

△

13
4,
19
2

4,
04
6

13
0,
14
6

△

学
校
管
理
費

目
 1
.

社
会
教
育
総
務

費
目
 1
.

中
学
校
費

項
 3
.

社
会
教
育
費

項
 4
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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学
童
保
育
所
建
設
工
事

普
通
旅
費

食
糧
費

そ
の
他
保
険
料

補
助
事
業

十
勝
社
会
教
育
委
員
会
協
議
会
負

担
金

文
化
講
演
会
等
補
助
金

Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
活
動
補
助
金

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代

公
共
施
設
清
掃
委
託
料

講
師
等
謝
礼

記
念
品
費

新
図
書
館
建
設
検
討
委
員
会
補
助

金 講
師
等
謝
礼

△
13
3

△
6
1

△
1
4

△
3,
01
2

△
3
2

△
27
0

△
11
0

△
7
9

27
5

△
4
0

△
3
7

△
19
0

△
2
0

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

14
.
工
事
請
負
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

 7
.
報
償
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 7
.
報
償
費

△ △ △ △ △ △ △ △

61 14

3,
01
2

41
2 79 27
5 77 19
0 30

77
27
3

△

1
26
8

△

48
2

1,
12
0

△

39
,4
57

19
6

39
,6
53

13
,9
46

26
7

13
,6
79

△

25
,4
53

63
8

24
,8
15

△

社
会
教
育
施
設

費
目
 2
.

図
書
館
費

目
 3
.

神
田
日
勝
記
念

美
術
館
費

目
 4
.
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記
念
品
費

費
用
弁
償

普
通
旅
費

広
告
料

著
作
権
・
版
権
使
用
料

馬
耕
忌
・
生
誕
祭
助
成
金

普
通
旅
費

食
糧
費

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代

青
少
年
人
材
育
成
事
業
助
成
金

女
性
ま
つ
り
補
助
金

北
海
道
ジ
ュ
ニ
ア
セ
ミ
ナ
ー
参
加

負
担
金

食
糧
費

△
1
0

△
2
7

△
9
8

△
9
0

△
12
3

△
27
0

△
5
1

△
2
7

△
14
0

△
35
0

△
15
0

△
1
0

△
4
5

 8
.
旅
費

11
.
役
務
費

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

10
.
需
用
費

△ △ △ △ △ △ △ △ △

12
5 90 12
3

27
0 51 27 14
0

51
0 45

13
4

59
4

△
△

7
13
0

△

7
13
0

△

2,
95
5

72
8

2,
22
7

△

55
,9
39

12
3

55
,8
16

△

55
,9
39

12
3

55
,8
16

△

青
少
年
活
動
推

進
費

目
 5
.

体
育
振
興
費

目
 1
.

保
健
体
育
費

項
 5
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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地
下
タ
ン
ク
漏
え
い
検
査
料

西
部
十
勝
体
育
団
体
協
議
会
負
担

金 財
政
調
整
基
金
利
子
等
積
立
金

町
づ
く
り
基
金
利
子
等
積
立
金

交
通
安
全
推
進
基
金
利
子
等
積
立

金 修
学
基
金
利
子
等
積
立
金

農
業
振
興
基
金
利
子
等
積
立
金

酪
農
振
興
基
金
利
子
等
積
立
金

図
書
館
図
書
整
備
基
金
積
立
金

環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
基
金
利
子
等

積
立
金

△
4
8

△
3
0

△
3
4

30
0

10
0

2,
90
9

1,
33
4

1
5

20
0

△
3
4,
78
4

48
11
.
役
務
費

△

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

24
.
積
立
金

△ △

30

29
,4
91

17
8,
04
8

17
8,
04
8

△

17
8,
04
8

17
8,
04
8

△

17
1,
82
5

17
1,
82
5

△

6,
22
3

6,
22
3

△

29
,4
12

79
△

△

29
,4
12

79
△

△

29
,4
12

79
△

△

87
0,
19
7

0
87
0,
19
7

87
0,
19
7

0
87
0,
19
7

84
2,
00
5

0
84
2,
00
5

28
,1
92

0
28
,1
92

78
7,
67
2

29
,4
91

75
8,
18
1

△

78
7,
67
2

29
,4
91

75
8,
18
1

△

78
7,
67
2

29
,4
91

75
8,
18
1

△

元
金

目
 1
.

利
子

目
 2
.

基
金
費

目
 1
.

公
債
費

項
 1
.

基
金
費

項
 1
.

公
債
費

款
10
.

諸
支
出
金

款
11
.
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町
営
牧
場
基
金
積
立
金

鹿
追
高
等
学
校
看
護
科
誘
致
支
援

基
金
利
子
等
積
立
金

鹿
追
町
ふ
る
さ
と
寄
附
金
基
金
利

子
等
積
立
金

文
化
振
興
基
金
積
立
金

林
業
振
興
基
金
利
子
等
積
立
金

鹿
追
高
等
学
校
支
援
基
金
積
立
金

1

△
3
1

△
4

50
0 1 2

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

-112-



２
１

号

 
令

 
和

 
２

 
年

 
度

 
鹿

 
追

 
町

 
国

 
民

 
健

 
康

 
保

 
険

 
特

 
別

 
会

 
計

 
補

 
正

 
予

 
算

 
(
第

 
５

 
号

)

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

８
，

０
３

２
 
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
２

 
条

 
 
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
の

 
追

 
加

 
は

 
、

 
「

 
第

 
２

 
表

 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

第
 
２

 
条

 
 
 
地

 
方

 
債

 
の

 
変

 
更

 
は

 
、

 
「

 
第

 
２

 
表

 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 

令
 
和

 
３

 
年

 
３

 
月

 
１

２
 
日

　
提

　
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

議
案

第

令
和

２
年

度
鹿

追
町

の
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
５

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

８
０

４
，

６
９

３

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ
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歳
　
入
　
合
　
計

 1
.国
民
健
康
保
険
税

22
6,
10
9

△
5,
50
7

22
0,
60
2

 1
.国
民
健
康
保
険
税

22
6,
10
9

△
5,
50
7

22
0,
60
2

 3
.道
支
出
金

48
4,
27
2

8,
03
0

49
2,
30
2

 1
.道
補
助
金

48
4,
27
1

8,
03
0

49
2,
30
1

 4
.財
産
収
入

1
1

2

 1
.財
産
運
用
収
入

1
1

2

 6
.繰
越
金

99
0

5,
50
8

6,
49
8

 1
.繰
越
金

99
0

5,
50
8

6,
49
8

79
6,
66
1

8,
03
2

80
4,
69
3

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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歳
　
出
　
合
　
計

 6
.保
健
事
業
費

7,
70
8

58
7,
76
6

 2
.保
健
事
業
費

31
8

58
37
6

 7
.基
金
積
立
金

1
2

3

 1
.基
金
積
立
金

1
2

3

 9
.諸
支
出
金

29
5

7,
97
2

8,
26
7

 2
.繰
出
金

1
7,
97
2

7,
97
3

79
6,
66
1

8,
03
2

80
4,
69
3

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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 1
.国
民
健
康
保
険
税

 3
.道
支
出
金

 4
.財
産
収
入

 6
.繰
越
金

歳
　
入
　
合
　
計

22
6,
10
9

△
5,
50
7

22
0,
60
2

48
4,
27
2

49
2,
30
2

1
2

99
0

6,
49
8

79
6,
66
1

80
4,
69
3

8,
03
0 1

5,
50
8

8,
03
2

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前
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58
7,
70
8

7,
76
6

58

1
3

1

29
5

8,
26
7

79
6,
66
1

80
4,
69
3

1

1
2

7,
97
2

1
8,
03
2

7,
97
2

8,
03
0

 6
.保
健
事
業
費

 7
.基
金
積
立
金

 9
.諸
支
出
金

歳
　
出
　
合
　
計

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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△
4,
09
2

△
1,
41
5

7,
97
2 58 1

医
療
給
付
費
分
現
年
課
税
分

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
現
年
課
税
分

特
別
調
整
交
付
金
分
（
市
町
村
分
）

道
繰
入
金
（
２
号
分
）

国
保
基
金
積
立
金
利
子

医
療
給
付
費
分
現

年
課
税
分

 1
.

△
4,
09
2

後
期
高
齢
者
支
援

金
分
現
年
課
税
分

 2
.

△
1,
41
5

特
別
交
付
金

 2
.

8,
03
0

利
子
及
び
配
当
金

 1
.

1

22
6,
10
9

5,
50
7

△
22
0
,6
02

22
6,
10
9

5,
50
7

△
22
0
,6
02

22
6,
07
7

5,
50
7

△
22
0
,5
70

48
4,
27
2

8,
03
0

49
2
,3
02

48
4,
27
1

8,
03
0

49
2
,3
01

48
4,
27
1

8,
03
0

49
2
,3
01

1
1

2

1
1

2

1
1

2

99
0

5,
50
8

6
,4
98

99
0

5,
50
8

6
,4
98

一
般
被
保
険
者
国

民
健
康
保
険
税

目
 1
.

保
険
給
付
費
等
交

付
金

目
 1
.

利
子
及
び
配
当
金

目
 1
.

項
 1
.
国
民
健
康
保
険
税

項
 1
.
道
補
助
金

項
 1
.
財
産
運
用
収
入

項
 1
.
繰
越
金

国
民
健
康
保
険
税

款
 1
.

道
支
出
金

款
 3
.

財
産
収
入

款
 4
.

繰
越
金

款
 6
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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5,
50
8

前
年
度
繰
越
金

前
年
度
繰
越
金

 1
.

5,
50
8

99
0

5,
50
8

6
,4
98

繰
越
金

目
 1
.
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健
診
（
検
診
）
委
託
料

国
保
事
業
基
金
利
子
等
積
立
金

直
営
診
療
施
設
勘
定
繰
出
金

5
8 2

7,
97
2

12
.
委
託
料

24
.
積
立
金

27
.
繰
出
金

58 2

7,
97
2

58 58 58

1
1

1
1

1
1

7
,9
72

7
,9
72

7
,9
72

7,
70
8

58
7,
76
6

31
8

58
37
6

31
8

58
37
6

1
2

3

1
2

3

1
2

3

29
5

7,
97
2

8,
26
7

1
7,
97
2

7,
97
3

1
7,
97
2

7,
97
3

保
健
事
業
費

目
 1
.

国
民
健
康
保
険
事

業
基
金
積
立
金

目
 1
.

直
営
診
療
施
設

勘
定
繰
出
金

目
 1
.

保
健
事
業
費

項
 2
.

基
金
積
立
金

項
 1
.

繰
出
金

項
 2
.

保
健
事
業
費

款
 6
.

基
金
積
立
金

款
 7
.

諸
支
出
金

款
 9
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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号

令
和

２
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

病
院

事
業

会
計

予
算

（
以

下
「

予
算

」
と

い
う

。
）

第
２

条
中

（
３

）
年

間
患

者
数

 
１

入
院

「
１

１
，

６
８

０
人

」
を

「
９

，
７

２
４

人
」

に
、

２
外

来
「

１
８

，
９

５
４

人
」

を
「

１
８

，
１

６
２

人
」

に
、

（
４

）
一

日
平

均
患

者

数
 
１

入
院

「
３

２
人

」
を

「
２

７
人

」
に

、
２

外
来

「
７

８
人

」
を

「
７

５
人

」
に

、
（

５
）

建
設

改
良

事
業

 
１

有
形

固
定

資
産

購
入

費

２
１

，
２

１
７

千
円

」
を

「
２

１
，

８
６

６
千

円
」

に
、

２
施

設
整

備
費

「
１

，
７

２
２

千
円

」
を

「
１

，
４

３
７

千
円

」
に

改
め

る
。

予
算

第
３

条
に

定
め

た
収

益
的

収
入

及
び

支
出

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。

支
出

（
補

正
予

定
額

）
（

 
 
 
 
計

 
 
 
 
） 千

円

７
２

０
，

１
８

４
千

円

第
１

項
医

業
費

用
７

３
４

，
０

３
１

千
円

△
２

１
，

３
１

５
千

円
７

１
２

，
７

１
６

第
１

款
病

院
事

業
費

用
７

４
１

，
４

９
９

千
円

△
２

１
，

３
１

５
千

円

千
円

２
８

８
，

６
７

７
千

円
第

２
項

医
業

外
収

益
２

５
６

，
０

６
０

千
円

３
２

，
６

１
７

千
円

千
円

６
８

６
，

１
８

４
千

円

第
１

項
医

業
収

益
４

８
１

，
４

３
９

千
円

△
８

７
，

９
３

２
千

円
３

９
３

，
５

０
７

第
１

款
病

院
事

業
収

益
７

４
１

，
４

９
９

千
円

△
５

５
，

３
１

５

収
入

第
３

条

（
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

）
（

既
決

予
定

額
）

議
案

第
２

２

令
和

２
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

病
院

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

６
号

）

第
１

条
令

和
２

年
度

鹿
追

町
の

国
民

健
康

保
険

病
院

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

６
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

第
２

条
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予
算

第
６

条
中

（
１

）
職

員
給

与
費

「
４

１
１

，
１

９
７

千
円

」
を

「
４

０
４

，
３

６
４

千
円

」
に

改
め

る
。

予
算

第
７

条
中

他
会

計
補

助
金

「
２

４
４

，
８

１
２

千
円

」
を

「
２

７
８

，
２

５
７

千
円

」
に

改
め

る
。

予
算

第
８

条
中

た
な

卸
資

産
の

購
入

限
度

額
「

１
４

１
，

０
０

０
千

円
」

を
「

１
２

３
，

０
０

０
千

円
」

に
改

め
る

。

鹿
 
追

 
町

 
長

　
 
喜

 
 
井

 
 
知

 
 
己

収
入

支
出

　
　

　
令

和
 
３

 
年

 
３

 
月

 
１

２
 
日

 
 
提

 
出

第
５

条

第
６

条

第
７

条

千
円

千
円

６
６

，
３

５
４

千
円

第
１

項
建

設
改

良
費

２
２

，
９

３
９

千
円

３
６

４
千

円
２

３
，

３
０

３

第
１

款
資

本
的

支
出

６
５

，
９

９
０

千
円

３
６

４

第
２

項
他

会
計

補
助

金
２

，
７

５
０

千
円

１
，

８
７

５
千

円
４

，
６

２
５

千
円

第
１

項
出

資
金

４
３

，
０

５
１

千
円

△
４

３
，

０
５

１
千

円
０

千
円

千
円

６
，

８
７

１
千

円
第

１
款

資
本

的
収

入
４

８
，

０
４

７
千

円
△

４
１

，
１

７
６

第
４

条
予

算
第

４
条

中
本

文
括

弧
書

中
資

本
的

収
入

額
が

資
本

的
支

出
額

に
対

し
不

足
す

る
額

「
１

７
，

９
４

３
千

円
」

を
「

５
９

，
４

８
３

千
円

」

　
　

　
に

改
め

、
資

本
的

収
入

及
び

支
出

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。

（
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

）
（

既
決

予
定

額
）

（
補

正
予

定
額

）
（

 
 
 
 
計

 
 
 
 
）
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令

和
２

年
度

鹿
追

町
国

民
健

康
保

険
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
説

明
書

予
定

額

1
病

院
事

業
収

益
7
4
1
,
4
9
9

△
5
5
,
3
1
5

6
8
6
,
1
8
4

1
医

業
収

益
4
8
1
,
4
3
9

△
8
7
,
9
3
2

3
9
3
,
5
0
7

1
入

院
収

益
1
8
3
,
3
7
6

△
3
8
,
9
7
3

1
4
4
,
4
0
3

入
院

収
益

3
8
,
9
7
3

千
円

減
額

2
外

来
収

益
2
7
1
,
9
8
9

△
4
5
,
9
7
1

2
2
6
,
0
1
8

外
来

収
益

4
5
,
9
7
1

千
円

減
額

3
そ

の
他

医
業

収
益

2
6
,
0
7
4

△
2
,
9
8
8

2
3
,
0
8
6

公
衆

衛
生

活
動

収
益

1
,
2
1
3

千
円

減
額

医
療

相
談

収
益

6
8
0

千
円

減
額

そ
の

他
医

業
収

益
1
,
0
9
5

千
円

減
額

計
2
,
9
8
8

千
円

減
額

2
医

業
外

収
益

2
5
6
,
0
6
0

 
3
2
,
6
1
7

2
8
8
,
6
7
7

3
他

会
計

補
助

金
2
4
2
,
0
6
2

 
3
1
,
5
7
0

2
7
3
,
6
3
2

病
院

運
営

費
補

助
金

3
1
,
5
7
0

千
円

追
加

4
患

者
外

給
食

収
益

6
2
5

△
5
0
4

1
2
1

患
者

外
給

食
代

5
0
4

千
円

減
額

5
そ

の
他

医
業

外
収

益
7
,
1
2
8

 
1
,
5
5
1

8
,
6
7
9

そ
の

他
医

業
外

収
益

1
,
5
5
1

千
円

追
加

収
益

的
収

入
及

び
支

出

収
　

　
入

単
位

　
千

円

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明
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予
定

額

1
病

院
事

業
費

用
7
4
1
,
4
9
9

△
2
1
,
3
1
5

7
2
0
,
1
8
4

1
医

業
費

用
7
3
4
,
0
3
1

△
2
1
,
3
1
5

7
1
2
,
7
1
6

1
給

与
費

4
1
1
,
1
9
7

△
6
,
8
3
3

4
0
4
,
3
6
4

給
与

4
,
3
1
7

千
円

追
加

手
当

2
,
6
5
1

千
円

減
額

報
酬

1
3
,
5
9
9

千
円

減
額

法
定

福
利

費
2
,
9
8
1

千
円

追
加

賞
与

引
当

金
繰

入
額

1
,
9
7
4

千
円

追
加

法
定

福
利

費
引

当
金

繰
入

額
1
4
5

千
円

追
加

計
6
,
8
3
3

千
円

減
額

2
材

料
費

1
7
0
,
8
4
2

△
1
6
,
2
0
0

1
5
4
,
6
4
2

薬
品

費
1
8
,
0
0
0

千
円

減
額

診
療

材
料

費
1
,
8
0
0

千
円

追
加

計
1
6
,
2
0
0

千
円

減
額

3
経

費
1
1
2
,
1
8
5

△
6
7

1
1
2
,
1
1
8

報
償

費
2
5

千
円

減
額

旅
費

交
通

費
9
4
5

千
円

追
加

職
員

被
服

費
7
0

千
円

減
額

消
耗

品
費

3
4
0

千
円

減
額

光
熱

水
費

8
3
0

千
円

減
額

燃
料

費
5
1
0

千
円

減
額

食
糧

費
1
6

千
円

減
額

印
刷

製
本

費
2
5
6

千
円

追
加

支
　

　
出

単
位

　
千

円

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明
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修
繕

料
1
,
7
9
7

千
円

追
加

保
険

料
3
1

千
円

追
加

賃
借

料
2
,
2
9
5

千
円

減
額

通
信

運
搬

費
2
0

千
円

減
額

委
託

料
7
7
3

千
円

追
加

諸
会

費
6
2

千
円

追
加

交
際

費
7
0

千
円

減
額

雑
費

2
4
5

千
円

追
加

計
6
7

千
円

減
額

4
減

価
償

却
費

3
9
,
0
5
0

 
6
7
8

3
9
,
7
2
8

器
械

備
品

減
価

償
却

費
1
6
3

千
円

追
加

車
両

減
価

償
却

費
5
1
5

千
円

追
加

計
6
7
8

千
円

追
加

5
資

産
減

耗
費

2
 

1
,
5
9
7

1
,
5
9
9

た
な

卸
資

産
減

耗
費

6
9
9

千
円

追
加

固
定

資
産

除
却

費
8
9
8

千
円

追
加

計
1
,
5
9
7

千
円

追
加

6
研

究
研

修
費

7
5
5

△
4
9
0

2
6
5

図
書

費
1
5

千
円

減
額

旅
費

4
7
5

千
円

減
額

計
4
9
0

千
円

減
額
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予
定

額

1
資

本
的

収
入

4
8
,
0
4
7

△
4
1
,
1
7
6

6
,
8
7
1

1
出

資
金

4
3
,
0
5
1

△
4
3
,
0
5
1

0

2
他

会
計

補
助

金
2
,
7
5
0

1
,
8
7
5

4
,
6
2
5

1
他

会
計

補
助

金
2
,
7
5
0

1
,
8
7
5

4
,
6
2
5

国
保

直
営

診
療

施
設

特
別

調
整

交
付

金 1
,
3
7
5

千
円

追
加

一
般

会
計

補
助

金
(
備

品
購

入
費

補
助

金
分

)

5
0
0

千
円

追
加

計
1
,
8
7
5

千
円

追
加

予
定

額

1
資

本
的

支
出

6
5
,
9
9
0

 
3
6
4

6
6
,
3
5
4

1
建

設
改

良
費

2
2
,
9
3
9

 
3
6
4

2
3
,
3
0
3

 
器

械
備

品
購

入
費

（
解

析
付

心
電

計
購

入
費

外
）

6
4
9

千
円

追
加

2
施

設
整

備
費

1
,
7
2
2

△
2
8
5

1
,
4
3
7

医
師

住
宅

物
置

設
置

工
事

外
2
8
5

千
円

減
額

資
本

的
収

入
及

び
支

出

収
　

　
入

単
位

　
千

円

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

1
出

資
金

4
3
,
0
5
1

△
4
3
,
0
5
1

0
一

般
会

計
出

資
金

（
企

業
債

元
金

分
）

4
3
,
0
5
1

千
円

減
額

支
　

　
出

単
位

　
千

円

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

1
2
1
,
2
1
7

6
4
9

2
1
,
8
6
6

有
形

固
定

資
産

購
入

費
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議
 
案

 
第

２
３

号

令
 
和

 
２

 
年

 
度

 
鹿

 
追

 
町

 
簡

 
易

 
水

 
道

 
特

 
別

 
会

 
計

 
補

 
正

 
予

 
算

 
（

第
 
４

 
号

）

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
か

 
ら

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
１

３
，

４
９

２
千

 
円

 
を

 
減

 
額

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 

 
 
 
 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

千
 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
 
 

 
 
 
 
 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

 
「

 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
地

 
方

 
債

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
２

 
条

 
 
 
地

 
方

 
債

 
の

 
変

 
更

 
は

 
、

 
「

 
第

 
２

 
表

 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

令
 
和

 
３

 
年

 
３

 
月

 
１

２
 
日

　
提

　
出

 
 
 
 
 
 
　

鹿
 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

２
年

度
鹿

追
町

の
簡

易
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
４

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

２
７

８
，

６
１

２
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歳
　
入
　
合
　
計

 1
.使
用
料
及
び
手
数
料

74
,5
52

△
2,
18
1

72
,3
71

 1
.使
用
料

74
,5
00

△
2,
18
1

72
,3
19

 2
.国
庫
支
出
金

23
,0
69

△
3,
71
1

19
,3
58

 1
.国
庫
補
助
金

23
,0
69

△
3,
71
1

19
,3
58

 3
.繰
入
金

52
,2
52

△
53
8

51
,7
14

 1
.他
会
計
繰
入
金

52
,2
52

△
53
8

51
,7
14

 5
.諸
収
入

6,
03
0

△
56
2

5,
46
8

 1
.受
託
事
業
収
入

6,
03
0

△
56
2

5,
46
8

 6
.町
債

13
3,
00
0

△
6,
50
0

12
6,
50
0

 1
.町
債

13
3,
00
0

△
6,
50
0

12
6,
50
0

29
2,
10
4

△
13
,4
92

27
8,
61
2

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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歳
　
出
　
合
　
計

 1
.事
業
費

21
6,
36
7

△
13
,4
92

20
2,
87
5

 1
.水
道
総
務
費

16
,3
43

△
1,
13
3

15
,2
10

 2
.水
道
施
設
費

20
0,
02
4

△
12
,3
59

18
7,
66
5

29
2,
10
4

△
13
,4
92

27
8,
61
2

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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第
　
２
　
表

変
　
更

1
2
6
,
5
0
0
補
正
前

に
同
じ

補
正
前

に
同
じ

補
正
前

に
同
じ

普
通
貸
借

又
　
　
は

証
券
発
行

簡
易
水
道
事
業

1
3
3
,
0
0
0

償
還
の

方
　
法

千
円
以
内

2
.
0
％
以
内
（
た
だ
し
金
利
見
直

し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資

金
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資

金
及
び
金
融
機
関
等
に
つ
い
て
、

利
率
の
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
お

い
て
は
当
該
見
直
し
後
の
利
率
)

政
府
資
金
、
地
方
公
共
団
体

金
融
機
構
資
金
及
び
金
融
機

関
等
の
融
資
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、
町
財
政
の
都
合
に

よ
り
据
置
期
間
及
び
償
還
期

間
を
短
縮
し
、
も
し
く
は
繰

上
償
還
又
は
低
利
に
借
換
え

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

千
円
以
内

起
債
の
目
的

補
正
前

補
正
後

限
度
額

起
債
の

方
　
法

利
　
率

償
還
の
方
法

限
度
額

起
債
の

方
　
法

利
　
率

地
　
　
　
方
　
　
　
債
　
　
　
の
　
　
　
補
　
　
　
正
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 1
.使
用
料
及
び
手
数
料

 2
.国
庫
支
出
金

 3
.繰
入
金

 5
.諸
収
入

 6
.町
債

歳
　
入
　
合
　
計

74
,5
52

△
2,
18
1

72
,3
71

23
,0
69

19
,3
58

52
,2
52

51
,7
14

6,
03
0

5,
46
8

13
3,
00
0

12
6,
50
0

29
2,
10
4

27
8,
61
2

△
3,
71
1

△
53
8

△
56
2

△
6,
50
0

△
13
,4
92

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前
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△
13
,4
92

21
6,
36
7

20
2,
87
5

△
3,
71
1

△
6,
50
0

△
1,
57
0

△
1,
71
1

74
,7
37

74
,7
37

△
47
0

29
2,
10
4

27
8,
61
2

△
2,
18
1

47
0

0

△
6,
50
0

△
1,
10
0

△
13
,4
92

△
3,
71
1

 1
.事
業
費

 2
.公
債
費

歳
　
出
　
合
　
計

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

-132-



△
2,
18
1

△
3,
71
1

△
53
8

△
56
2

水
道
使
用
料

簡
易
水
道
事
業
費
国
庫
補
助
金

一
般
会
計
繰
入
金

受
託
事
業
収
入

水
道
使
用
料

 1
.

△
2,
18
1

簡
易
水
道
事
業
費

国
庫
補
助
金

 1
.

△
3,
71
1

一
般
会
計
繰
入
金

 1
.

△
53
8

受
託
事
業
収
入

 1
.

△
56
2

74
,5
52

2,
18
1

△
72
,3
71

74
,5
00

2,
18
1

△
72
,3
19

74
,5
00

2,
18
1

△
72
,3
19

23
,0
69

3,
71
1

△
19
,3
58

23
,0
69

3,
71
1

△
19
,3
58

23
,0
69

3,
71
1

△
19
,3
58

52
,2
52

53
8

△
51
,7
14

52
,2
52

53
8

△
51
,7
14

52
,2
52

53
8

△
51
,7
14

6,
03
0

56
2

△
5
,4
68

6,
03
0

56
2

△
5
,4
68

1,
01
5

56
2

△
45
3

水
道
使
用
料

目
 1
.

簡
易
水
道
事
業
費

国
庫
補
助
金

目
 1
.

一
般
会
計
繰
入
金

目
 1
.

受
託
事
業
収
入

目
 2
.

項
 1
.
使
用
料

項
 1
.
国
庫
補
助
金

項
 1
.
他
会
計
繰
入
金

項
 1
.
受
託
事
業
収
入

使
用
料
及
び
手
数

料
款
 1
.

国
庫
支
出
金

款
 2
.

繰
入
金

款
 3
.

諸
収
入

款
 5
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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△
6,
50
0

然
別
湖
畔
地
区
簡
易
水
道
施
設
整
備
事
業
(△
2,
30
0)

東
瓜
幕
地
区
担
い
手
畑
総
事
業
(△
4,
20
0)

簡
易
水
道
事
業
債

簡
易
水
道
事
業
債

 1
.

△
6,
50
0

13
3,
00
0

6,
50
0

△
12
6
,5
00

13
3,
00
0

6,
50
0

△
12
6
,5
00

13
3,
00
0

6,
50
0

△
12
6
,5
00

簡
易
水
道
事
業
債

目
 1
.

項
 1
.
町
債

町
債

款
 6
.
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然
別
湖
畔
地
区
簡
易
水
道
施
設

整
備
工
事

瓜
幕
導
水
管
移
設
工
事

量
水
器
購
入
費

消
費
税

普
通
旅
費

補
助
事
業

単
独
事
業

計
測
機
器
購
入
費

道
営
担
い
手
畑
総
事
業
東
瓜
幕
地

区
営
農
用
水
負
担
金

△
1,
13
3

△
7
2

△
3,
61
0

△
45
5

△
68
5

△
7,
53
7

26
.
公
課
費

 8
.
旅
費

14
.
工
事
請
負
費

17
.
備
品
購
入
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

△ △ △ △ △

1,
13
3 72

4,
06
5

68
5

7,
53
7

3
,7
11

6,
50
0

1,
57
0

1,
71
1

△
△

△
△

1,
13
3

△

1,
13
3

△

3
,7
11

6,
50
0

1,
57
0

57
8

△
△

△
△

3
,7
11

6,
50
0

1,
57
0

57
8

△
△

△
△

47
0

47
0

△

47
0

47
0

△

21
6,
36
7

13
,4
92

20
2,
87
5

△

16
,3
43

1,
13
3

15
,2
10

△

16
,3
43

1,
13
3

15
,2
10

△

20
0,
02
4

12
,3
59

18
7,
66
5

△

20
0,
02
4

12
,3
59

18
7,
66
5

△

74
,7
37

0
74
,7
37

74
,7
37

0
74
,7
37

一
般
管
理
費

目
 1
.

施
設
管
理
費

目
 1
.

水
道
総
務
費

項
 1
.

水
道
施
設
費

項
 2
.

公
債
費

項
 1
.

事
業
費

款
 1
.

公
債
費

款
 2
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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39
5

39
5

△

75
75

△

62
,7
29

0
62
,7
29

12
,0
08

0
12
,0
08

元
金

目
 1
.

利
子

目
 2
.

-136-
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２
４

号

令
 
和

 
２

 
年

 
度

 
鹿

 
追

 
町

 
下

 
水

 
道

 
特

 
別

 
会

 
計

 
補

 
正

 
予

 
算

 
（

第
 
４

 
号

）

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
か

 
ら

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
８

，
５

４
４

千
 
円

 
を

 
減

 
額

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

千
 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
 

 
 
 
 
 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
地

 
方

 
債

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
２

 
条

 
 
 
地

 
方

 
債

 
の

 
変

 
更

 
は

 
、

「
 
第

 
２

 
表

 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
 
 
令

 
和

 
３

 
年

 
３

 
月

 
１

２
 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

議
案

第

令
和

２
年

度
鹿

追
町

の
下

水
道

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

４
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

２
２

２
，

４
２

０
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歳
　
入
　
合
　
計

 1
.使
用
料
及
び
手
数
料

65
,0
42

△
3,
74
7

61
,2
95

 1
.使
用
料

65
,0
00

△
3,
74
7

61
,2
53

 2
.国
庫
支
出
金

6,
50
0

△
27
3

6,
22
7

 1
.国
庫
補
助
金

6,
50
0

△
27
3

6,
22
7

 4
.繰
入
金

13
1,
62
5

△
1,
72
4

12
9,
90
1

 1
.他
会
計
繰
入
金

13
1,
62
5

△
1,
72
4

12
9,
90
1

 7
.町
債

16
,9
00

△
2,
80
0

14
,1
00

 1
.町
債

16
,9
00

△
2,
80
0

14
,1
00

23
0,
96
4

△
8,
54
4

22
2,
42
0

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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歳
　
出
　
合
　
計

 1
.管
理
費

56
,7
78

△
3,
08
7

53
,6
91

 1
.一
般
管
理
費

4,
14
6

△
1,
91
8

2,
22
8

 2
.施
設
管
理
費

52
,6
32

△
1,
16
9

51
,4
63

 2
.事
業
費

66
,0
90

△
5,
45
7

60
,6
33

 1
.事
業
費

66
,0
90

△
5,
45
7

60
,6
33

23
0,
96
4

△
8,
54
4

22
2,
42
0

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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第
　
２
　
表

変
　
更

地
　
　
　
方
　
　
　
債
　
　
　
の
　
　
　
補
　
　
　
正

起
債
の
目
的

補
正
前

補
正
後

限
度
額

起
債
の

方
　
法

利
　
率

償
還
の
方
法

限
度
額

起
債
の

方
　
法

利
　
率

償
還
の

方
　
法

千
円
以
内

2
.
0
％
以
内
（
た
だ
し
金
利
見
直

し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資

金
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資

金
及
び
金
融
機
関
等
に
つ
い
て
、

利
率
の
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
お

い
て
は
当
該
見
直
し
後
の
利
率
)

政
府
資
金
、
地
方
公
共
団
体

金
融
機
構
資
金
及
び
金
融
機

関
等
の
融
資
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、
町
財
政
の
都
合
に

よ
り
据
置
期
間
及
び
償
還
期

間
を
短
縮
し
、
も
し
く
は
繰

上
償
還
又
は
低
利
に
借
換
え

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

千
円
以
内

普
通
貸
借

又
　
　
は

証
券
発
行

補
正
前

に
同
じ

補
正
前

に
同
じ

補
正
前

に
同
じ

1
6
,
9
0
0

1
4
,
1
0
0

個
別
排
水
処
理

施
設
整
備
事
業
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 1
.使
用
料
及
び
手
数
料

 2
.国
庫
支
出
金

 4
.繰
入
金

 7
.町
債

歳
　
入
　
合
　
計

65
,0
42

△
3,
74
7

61
,2
95

6,
50
0

6,
22
7

13
1,
62
5

12
9,
90
1

16
,9
00

14
,1
00

23
0,
96
4

22
2,
42
0

△
27
3

△
1,
72
4

△
2,
80
0

△
8,
54
4

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前
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△
3,
08
7

56
,7
78

53
,6
91

△
3,
08
7

66
,0
90

60
,6
33

10
7,
09
6

10
7,
09
6

△
3,
74
7

23
0,
96
4

22
2,
42
0

△
3,
74
7

△
2,
80
0

△
2,
38
4

△
5,
45
7

3,
74
7

0

△
2,
80
0

△
1,
72
4

△
8,
54
4

△
27
3

△
27
3

 1
.管
理
費

 2
.事
業
費

 3
.公
債
費

歳
　
出
　
合
　
計

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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△
2,
78
3

△
1,
10
7

14
3

△
27
3

△
1,
72
4

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業

公
共
下
水
道
使
用
料

農
業
集
落
排
水
使
用
料

個
別
排
水
処
理
施
設
使
用
料

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

一
般
会
計
繰
入
金

下
水
道
使
用
料

 1
.

△
3,
74
7

公
共
下
水
道
事
業

費
補
助
金

 1
.

△
27
3

一
般
会
計
繰
入
金

 1
.

△
1,
72
4

65
,0
42

3,
74
7

△
61
,2
95

65
,0
00

3,
74
7

△
61
,2
53

65
,0
00

3,
74
7

△
61
,2
53

6,
50
0

27
3

△
6
,2
27

6,
50
0

27
3

△
6
,2
27

2,
50
0

27
3

△
2
,2
27

13
1,
62
5

1,
72
4

△
12
9
,9
01

13
1,
62
5

1,
72
4

△
12
9
,9
01

13
1,
62
5

1,
72
4

△
12
9
,9
01

16
,9
00

2,
80
0

△
14
,1
00

下
水
道
使
用
料

目
 1
.

下
水
道
事
業
費
国

庫
補
助
金

目
 1
.

一
般
会
計
繰
入
金

目
 1
.

項
 1
.
使
用
料

項
 1
.
国
庫
補
助
金

項
 1
.
他
会
計
繰
入
金

使
用
料
及
び
手
数

料
款
 1
.

国
庫
支
出
金

款
 2
.

繰
入
金

款
 4
.

町
債

款
 7
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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△
2,
80
0

個
別
排
水
処
理
施
設
整
備
事
業

個
別
排
水
処
理
施

設
整
備
事
業
債

 1
.

△
2,
80
0

16
,9
00

2,
80
0

△
14
,1
00

16
,9
00

2,
80
0

△
14
,1
00

下
水
道
事
業
債

目
 1
.

町
債

項
 1
.
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特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事

業
基
本
計
画
策
定
業
務
委
託
料

排
水
設
備
改
造
資
金
補
助
金

消
費
税

公
共
施
設
管
理
委
託
料

汚
泥
処
理
負
担
金

普
通
旅
費

調
査
・
設
計
・
監
理
委
託
料

△
8
0

△
1,
83
8

△
30
0

△
86
9

△
4
8

△
54
5

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

26
.
公
課
費

12
.
委
託
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 8
.
旅
費

12
.
委
託
料

△ △ △ △ △ △

80

1,
83
8

30
0

86
9 48 54
5

3,
08
7

△

1,
91
8

△

1,
91
8

△

1,
16
9

△

1,
16
9

△

27
3

2,
80
0

2,
38
4

△
△

△

27
3

2,
80
0

2,
38
4

△
△

△

27
3

32
0

△
△

29
6

△

56
,7
78

3,
08
7

53
,6
91

△

4,
14
6

1,
91
8

2,
22
8

△

4,
14
6

1,
91
8

2,
22
8

△

52
,6
32

1,
16
9

51
,4
63

△

46
,0
69

1,
16
9

44
,9
00

△

66
,0
90

5,
45
7

60
,6
33

△

66
,0
90

5,
45
7

60
,6
33

△

5,
09
0

59
3

4,
49
7

△

6,
23
6

29
6

5,
94
0

△

一
般
管
理
費

目
 1
.

農
業
集
落
排
水

施
設
管
理
費

目
 2
.

公
共
下
水
道
事

業
費

目
 1
.

農
業
集
落
排
水

事
業
費

目
 2
.

一
般
管
理
費

項
 1
.

施
設
管
理
費

項
 2
.

事
業
費

項
 1
.

管
理
費

款
 1
.

事
業
費

款
 2
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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農
業
集
落
排
水
施
設
最
適
整
備

構
想
策
定
業
務
委
託
料

個
別
排
水
処
理
施
設
設
置
工
事

普
通
旅
費

調
査
・
設
計
・
監
理
委
託
料

公
共
施
設
管
理
委
託
料

単
独
事
業

△
5
4

△
24
2

△
19
0

△
4,
37
8

54
 8
.
旅
費

△

12
.
委
託
料

12
.
委
託
料

14
.
工
事
請
負
費

△ △ △

24
2

19
0

4,
37
8

2,
80
0

1,
76
8

△
△

3,
74
7

3,
74
7

△

3,
74
7

3,
74
7

△

3,
12
9

3,
12
9

△

61
8

61
8

△

54
,7
64

4,
56
8

50
,1
96

△

10
7,
09
6

0
10
7,
09
6

47
,5
57

0
47
,5
57

39
,7
09

0
39
,7
09

7,
84
8

0
7,
84
8

個
別
排
水
処
理
施

設
整
備
事
業
費

目
 3
.

元
金

目
 1
.

利
子

目
 2
.

農
業
集
落
排
水

事
業
公
債
費

項
 2
.

公
債
費

款
 3
.
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議
 
案

 
第

２
５

号

令
 
和

 
２

 
年

 
度

 
鹿

 
追

 
町

 
介

 
護

 
保

 
険

 
特

 
別

 
会

 
計

 
補

 
正

 
予

 
算

（
第

 
５

 
号

）

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
か

 
ら

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
５

，
６

８
０

 
千

 
円

 
を

 
減

 
額

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
 
 

 
 
 
 
 
予

 
算

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
 

 
 
 
 
 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

 
「

 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
 
 
 
 
　

　
　

　
令

 
和

 
３

 
年

 
３

 
月

 
１

２
 
日

　
提

 
出

 
　

 
　

　
　

 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

２
年

度
鹿

追
町

の
介

護
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
５

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

５
４

４
，

５
３

３
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歳
　
入
　
合
　
計

 1
.介
護
保
険
料

11
9,
65
1

△
10
,1
56

10
9,
49
5

 1
.介
護
保
険
料

11
9,
65
1

△
10
,1
56

10
9,
49
5

 2
.国
庫
支
出
金

12
1,
61
5

△
5,
50
8

11
6,
10
7

 1
.国
庫
負
担
金

81
,9
97

△
1,
04
0

80
,9
57

 2
.国
庫
補
助
金

39
,6
18

△
4,
46
8

35
,1
50

 3
.道
支
出
金

82
,1
57

△
1,
05
3

81
,1
04

 1
.道
負
担
金

77
,9
79

△
1,
05
3

76
,9
26

 4
.支
払
基
金
交
付
金

13
7,
74
5

△
2,
08
4

13
5,
66
1

 1
.支
払
基
金
交
付
金

13
7,
74
5

△
2,
08
4

13
5,
66
1

 6
.繰
入
金

85
,5
58

13
,7
20

99
,2
78

 1
.一
般
会
計
繰
入
金

85
,5
57

13
,7
20

99
,2
77

 9
.諸
収
入

1,
77
6

△
59
9

1,
17
7

 2
.雑
入

1,
77
4

△
59
9

1,
17
5

55
0,
21
3

△
5,
68
0

54
4,
53
3

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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歳
　
出
　
合
　
計

 1
.総
務
費

14
,1
96

△
68

14
,1
28

 1
.総
務
管
理
費

9,
07
5

△
18

9,
05
7

 4
.計
画
策
定
費

28
6

△
50

23
6

 2
.保
険
給
付
費

49
2,
26
0

△
4,
69
9

48
7,
56
1

 1
.介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費

43
0,
43
6

△
5,
59
0

42
4,
84
6

 2
.高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費

13
,8
54

91
13
,9
45

 3
.特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費

47
,9
70

80
0

48
,7
70

 3
.地
域
支
援
事
業
費

26
,8
28

△
91
3

25
,9
15

 1
.介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費

2,
65
2

△
47

2,
60
5

 2
.一
般
介
護
予
防
事
業
費

7,
68
8

△
23
0

7,
45
8

 3
.包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業
費

16
,4
88

△
63
6

15
,8
52

55
0,
21
3

△
5,
68
0

54
4,
53
3

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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 1
.介
護
保
険
料

 2
.国
庫
支
出
金

 3
.道
支
出
金

 4
.支
払
基
金
交
付
金

 6
.繰
入
金

 9
.諸
収
入

歳
　
入
　
合
　
計

11
9,
65
1

△
10
,1
56

10
9,
49
5

12
1,
61
5

11
6,
10
7

82
,1
57

81
,1
04

13
7,
74
5

13
5,
66
1

85
,5
58

99
,2
78

1,
77
6

1,
17
7

55
0,
21
3

54
4,
53
3

△
5,
50
8

△
1,
05
3

△
2,
08
4

13
,7
20

△
59
9

△
5,
68
0

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前
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△
68

14
,1
96

14
,1
28

△
68

49
2,
26
0

48
7,
56
1

△
98
2

26
,8
28

25
,9
15

△
81
8

15
,9
13

15
,9
13

△
8,
95
5

55
0,
21
3

54
4,
53
3

△
10
,7
55

2,
84
4

△
4,
69
9

△
95

△
91
3

8,
95
5

0

11
,6
36

△
5,
68
0

△
6,
56
1

△
6,
56
1

 1
.総
務
費

 2
.保
険
給
付
費

 3
.地
域
支
援
事
業
費

 6
.諸
支
出
金

歳
　
出
　
合
　
計

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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△
10
,1
56

△
1,
04
0

△
4,
46
8

△
1,
05
3

現
年
度
分

法
定
負
担
金

財
政
調
整
交
付
金

法
定
負
担
金

現
年
度
分

 1
.

△
10
,1
56

現
年
度
分

 1
.

△
1,
04
0

現
年
度
分
調
整
交

付
金

 1
.

△
4,
46
8

現
年
度
分

 1
.

△
1,
05
3

11
9,
65
1

10
,1
56

△
10
9
,4
95

11
9,
65
1

10
,1
56

△
10
9
,4
95

11
9,
65
1

10
,1
56

△
10
9
,4
95

12
1,
61
5

5,
50
8

△
11
6
,1
07

81
,9
97

1,
04
0

△
80
,9
57

81
,9
97

1,
04
0

△
80
,9
57

39
,6
18

4,
46
8

△
35
,1
50

29
,5
33

4,
46
8

△
25
,0
65

82
,1
57

1,
05
3

△
81
,1
04

77
,9
79

1,
05
3

△
76
,9
26

77
,9
79

1,
05
3

△
76
,9
26

13
7,
74
5

2,
08
4

△
13
5
,6
61

第
１
号
被
保
険
者

保
険
料

目
 1
.

介
護
給
付
費
負
担

金
目
 1
.

調
整
交
付
金

目
 1
.

介
護
給
付
費
負
担

金
目
 1
.

項
 1
.
介
護
保
険
料

項
 1
.
国
庫
負
担
金

項
 2
.
国
庫
補
助
金

項
 1
.
道
負
担
金

介
護
保
険
料

款
 1
.

国
庫
支
出
金

款
 2
.

道
支
出
金

款
 3
.

支
払
基
金
交
付
金

款
 4
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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△
2,
08
5 1

13
,7
43

△
36

△
60

△
68 13
2

法
定
負
担
金

法
定
負
担
金

法
定
繰
入
金

法
定
繰
入
金

法
定
繰
入
金

一
般
会
計
繰
入
金

一
般
会
計
繰
入
金

現
年
度
分

 1
.

△
2,
08
5

現
年
度
分

 1
.

1

現
年
度
分

 1
.

13
,7
43

現
年
度
分

 1
.

△
36

現
年
度
分

 1
.

△
60

事
務
費
繰
入
金

 2
.

△
68

現
年
度
分

 1
.

13
2

13
7,
74
5

2,
08
4

△
13
5
,6
61

13
5,
15
7

2,
08
5

△
13
3
,0
72

2,
58
8

1
2
,5
89

85
,5
58

13
,7
20

99
,2
78

85
,5
57

13
,7
20

99
,2
77

61
,5
30

13
,7
43

75
,2
73

1,
20
0

36
△

1
,1
64

2,
97
6

60
△

2
,9
16

14
,9
31

68
△

14
,8
63

4,
92
0

14
1

5
,0
61

介
護
給
付
費
交
付

金
目
 1
.

地
域
支
援
事
業
交

付
金

目
 2
.

介
護
給
付
費
繰
入

金
目
 1
.

地
域
支
援
事
業
繰
入

金
　
（
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
）

目
 2
.

地
域
支
援
事
業
繰
入
金

　
（
介
護
予
防
・
日
常

生
活
支
援
以
外
）

目
 3
.

そ
の
他
一
般
会
計

繰
入
金

目
 4
.

低
所
得
者
保
険
料

軽
減
繰
入
金

目
 5
.

支
払
基
金
交
付
金

項
 1
.

項
 1
.
一
般
会
計
繰
入
金

繰
入
金

款
 6
.
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9 19

△
61
8

一
般
会
計
繰
入
金

返
納
金

地
域
支
援
事
業
使
用
料
外

過
年
度
分

 2
.

9

返
納
金

 1
.

19

雑
入

 1
.

△
61
8

1,
77
6

59
9

△
1
,1
77

1,
77
4

59
9

△
1
,1
75

1
19

20

1,
77
2

61
8

△
1
,1
54

返
納
金

目
 2
.

雑
入

目
 3
.

項
 2
.
雑
入

諸
収
入

款
 9
.

(単
位
：
千
円
)

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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普
通
旅
費

費
用
弁
償

普
通
旅
費

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費

福
祉
用
具
購
入
給
付
費

△
1
8

△
3
2

△
1
8

△
6,
97
8

68
7

34
1

 8
.
旅
費

 8
.
旅
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

△ △ △

18 50

6,
97
8

68
7

34
1

68
△

18
△

18
△

50
△

50
△

6
,5
61

2,
84
4

98
2

△
△

6
,9
02

2,
29
4

98
2

△
△

2
,6
87

3,
29
0

1,
00
1

△
△

△

4
,4
85

5,
15
3

19
△

13
1

21
0

14
,1
96

68
14
,1
28

△

9,
07
5

18
9,
05
7

△

9,
07
5

18
9,
05
7

△

28
6

50
23
6

△

28
6

50
23
6

△

49
2,
26
0

4,
69
9

48
7,
56
1

△

43
0,
43
6

5,
59
0

42
4,
84
6

△

77
,4
65

6,
97
8

70
,4
87

△

28
0,
73
5

68
7

28
1,
42
2

54
0

34
1

88
1

一
般
管
理
費

目
 1
.

計
画
策
定
費

目
 1
.

居
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
給
付
費

目
 1
.

施
設
介
護
サ
ー

ビ
ス
給
付
費

目
 3
.

福
祉
用
具
購
入

費
目
 4
.

総
務
管
理
費

項
 1
.

計
画
策
定
費

項
 4
.

介
護
サ
ー
ビ
ス

等
諸
費

項
 1
.

総
務
費

款
 1
.

保
険
給
付
費

款
 2
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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住
宅
改
修
給
付
費

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事

業
委
託
料

そ
の
他
報
償
費

36
0

9
1

80
0

△
4
7

△
23
0

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

12
.
委
託
料

 7
.
報
償
費

△ △

36
0 91 80
0 47 23
0

13
9

22
1

34
57

34
57

30
7

49
3

30
7

49
3 95

81
8

△
△

18
17

12
△

△
△

18
17

12
△

△
△

18
18

23
0

△
△

18
18

23
0

△
△

60
57
6

△
△

60
57
6

△
△

1,
44
8

36
0

1,
80
8

13
,8
54

91
13
,9
45

13
,8
54

91
13
,9
45

47
,9
70

80
0

48
,7
70

47
,9
70

80
0

48
,7
70

26
,8
28

91
3

25
,9
15

△

2,
65
2

47
2,
60
5

△

52
47

5
△

7,
68
8

23
0

7,
45
8

△

7,
68
8

23
0

7,
45
8

△

16
,4
88

63
6

15
,8
52

△

2,
44
7

63
6

1,
81
1

△

住
宅
改
修
費

目
 5
.

高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
等
費

目
 1
.

特
定
入
所
者
介
護

サ
ー
ビ
ス
等
費

目
 1
.

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
事
業
費

目
 2
.

一
般
介
護
予
防

事
業
費

目
 1
.

任
意
事
業
費

目
 2
.

高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
等
費

項
 2
.

特
定
入
所
者
介
護

サ
ー
ビ
ス
等
費

項
 3
.

介
護
予
防
・
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費

項
 1
.

一
般
介
護
予
防

事
業
費

項
 2
.

包
括
的
支
援
事
業

・
任
意
事
業
費

項
 3
.

地
域
支
援
事
業
費

款
 3
.
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配
食
サ
ー
ビ
ス
委
託
料

△
63
6

12
.
委
託
料

△
63
6

8,
95
5

8,
95
5

△

8,
95
5

8,
95
5

△

8,
95
5

8,
95
5

△

15
,9
13

0
15
,9
13

15
,9
13

0
15
,9
13

15
,8
01

0
15
,8
01

償
還
金

目
 2
.

償
還
金
及
び
還

付
加
算
金

項
 1
.

諸
支
出
金

款
 6
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

-157-
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議
 
案

 
第

２
６

号

令
 
和

 
２

 
年

 
度

 
鹿

 
追

 
町

 
後

 
期

 
高

 
齢

 
者

 
医

 
療

 
特

 
別

 
会

 
計

 
補

 
正

 
予

 
算

 
(
第

 
２

 
号

)

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
４

，
０

９
２

千
 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

千
 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

 
「

 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
令

 
和

 
３

 
年

 
３

 
月

 
１

２
 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

２
年

度
鹿

追
町

の
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

９
３

，
６

４
８
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歳
　
入
　
合
　
計

 1
.後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

68
,6
87

3,
21
1

71
,8
98

 1
.後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

68
,6
87

3,
21
1

71
,8
98

 2
.繰
入
金

20
,7
82

△
36

20
,7
46

 1
.他
会
計
繰
入
金

20
,7
82

△
36

20
,7
46

 3
.繰
越
金

10
91
7

92
7

 1
.繰
越
金

10
91
7

92
7

89
,5
56

4,
09
2

93
,6
48

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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歳
　
出
　
合
　
計

 1
.総
務
費

55
4

△
36

51
8

 1
.総
務
管
理
費

30
3

△
36

26
7

 2
.後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金

88
,4
27

4,
12
8

92
,5
55

 1
.後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金

88
,4
27

4,
12
8

92
,5
55

89
,5
56

4,
09
2

93
,6
48

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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 1
.後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

 2
.繰
入
金

 3
.繰
越
金

歳
　
入
　
合
　
計

68
,6
87

3,
21
1

71
,8
98

20
,7
82

20
,7
46

10
92
7

89
,5
56

93
,6
48

△
36 91
7

4,
09
2

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前
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△
36

55
4

51
8

△
36

88
,4
27

92
,5
55

4,
12
8

89
,5
56

93
,6
48

4,
12
8

4,
12
8

△
36

4,
09
2

 1
.総
務
費

 2
.後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金

歳
　
出
　
合
　
計

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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△
3,
34
5

6,
54
5 11

△
36 91
7

特
別
徴
収
保
険
料

普
通
徴
収
保
険
料

普
通
徴
収
保
険
料

そ
の
他
一
般
会
計
繰
入
金

前
年
度
繰
越
金

現
年
度
分

 1
.

△
3,
34
5

現
年
度
分

 1
.

6,
54
5

滞
納
繰
越
分

 2
.

11

そ
の
他
一
般
会
計

繰
入
金

 2
.

△
36

前
年
度
繰
越
金

 1
.

91
7

68
,6
87

3,
21
1

71
,8
98

68
,6
87

3,
21
1

71
,8
98

48
,2
25

3,
34
5

△
44
,8
80

20
,4
62

6,
55
6

27
,0
18

20
,7
82

36
△

20
,7
46

20
,7
82

36
△

20
,7
46

20
,7
82

36
△

20
,7
46

10
91
7

92
7

10
91
7

92
7

10
91
7

92
7

特
別
徴
収
保
険
料

目
 1
.

普
通
徴
収
保
険
料

目
 2
.

一
般
会
計
繰
入
金

目
 1
.

繰
越
金

目
 1
.

項
 1
.
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料

項
 1
.
他
会
計
繰
入
金

項
 1
.
繰
越
金

後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料

款
 1
.

繰
入
金

款
 2
.

繰
越
金

款
 3
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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普
通
旅
費

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付

金

△
3
6

4,
12
8

 8
.
旅
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

△
36

4,
12
8

36
△

36
△

36
△

4,
12
8

4,
12
8

4,
12
8

55
4

36
51
8

△

30
3

36
26
7

△

30
3

36
26
7

△

88
,4
27

4,
12
8

92
,5
55

88
,4
27

4,
12
8

92
,5
55

88
,4
27

4,
12
8

92
,5
55

一
般
管
理
費

目
 1
.

後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
納
付
金

目
 1
.

総
務
管
理
費

項
 1
.

後
期
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議案第 ３４ 号 
 
   公の施設の指定管理者の指定について 
 
 公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により議会の議決を求める 
 
 
 

令和３年３月１２日提出 
 

鹿追町長 喜 井 知 己 
 

記 
 
１ 公の施設の名称及び位置 
   名 称 鹿追町営牧場 
   所在地 鹿追町上幌内３０番地４ほか 
 
２ 指定管理者となる団体の名称等 
   名 称 鹿追町農業協同組合 
   所在地 鹿追町新町４丁目５１番地 
   代表者 代表理事組合長  木 幡 浩 喜 

 
３ 指定期間 
   令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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同意第 １ 号 

 

   鹿追町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 次の者を鹿追町固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法第４

２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所  ■■■■■■■■■■■■■■■ 

 氏 名  上 村 政 浩 

      ■■■■■■■■■■ 

 

令和３年３月１２日提出 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

 

提案理由 

  鹿追町固定資産評価審査委員会委員 上村政浩氏 の任期が令和３年３月２９

日で満了になることによる。 
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